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役
員
（
会
長
、

副
会
長
、
常
任

理
事
）
選
定
の

件
」
に
つ
い
て

は
一
括
上
程
さ

れ
、
横
倉
会
長

か
ら
提
案
理
由

の
説
明
が
行
わ

れ
た
。

会
長
（
定
数

１
名
）
、
副
会

長
（
定

数

３

名
）
、
常
任
理

事
（
定

数

10

名
）
、
理
事
（
定

数
15
名
）
、
監

事
（
定

数

３

名
）
、
裁
定
委

員
（
定
数
11
名
）

に
対
し
て
、
定

数
以
上
の
立
候

補
の
あ
っ
た
会

長
、
副
会
長
、

常
任
理
事
、
理

事
は
選
挙
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
会
長
選
は
投

票
総
数
３
６
７
票
（
無
効
票

１
票
、
白
票
19
票
）
の
う
ち
、

横
倉
義
武
氏
（
福
岡
県
）
が

３
２
８
票
、
塩
見
俊
次
氏
（
奈

良
県
）
が
19
票
を
そ
れ
ぞ
れ

獲
得
。
横
倉
氏
が
会
長
に
選

任
さ
れ
た
。

ま
た
、
副
会
長
に
は
松
原

謙
二
、
中
川
俊
男
、
今
村
聡

の
各
氏
が
、
常
任
理
事
に
は

平
川
俊
夫
、
松
本
吉
郎
、
道

永
麻
里
、
釜

敏
、
羽
鳥
裕
、

長
島
公
之
、
石
川
広
己
、
小

玉
弘
之
、
江
澤
和
彦
、
城
守

国
斗
の
各
氏
が
、
理
事
に
は

村
上
博
、
中
目
千
之
、
越
智

眞
一
、
空
地
顕
一
、
安
田
健

二
、
森
本
紀
彦
、
尾
﨑
治
夫
、

安
里
哲
好
、
須
藤
英
仁
、
池

田
琢

琢
哉
、
関
隆
教
、
白
石
悟
、

長
瀬
清
、
小
林
博
、
計
田
香

子
の
各
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
選
任

さ
れ
た
。

選
任
後
、
賛
成
多
数
で
各

候
補
者
が
会
長
、
副
会
長
、

常
任
理
事
に
選
定
さ
れ
、
役

員
全
員
が
登
壇
。
横
倉
会
長

が
代
表
し
て
あ
い
さ
つ
に
立

ち
、
今
後
の
支
援
を
要
請
し

て
、
定
例
代
議
員
会
は
終
了

と
な
っ
た
。

24
日
の
臨
時
代
議
員
会
で

は
、
横
倉
会
長
の
発
案
に
よ

横
倉
義
武
会
長
は
６
月
23

日
の
定
例
代
議
員
会
終
了

後
、
中
川
俊
男
・
今
村
聡
・

松
原
謙
二
の
３
副
会
長
と
共

に
記
者
会
見
に
臨
み
、
４
期

目
に
当
た
っ
て
の
考
え
な
ど

を
説
明
し
た
。

23
日
の
定
例
代
議
員
会
で

は
、
初
め
に
日
医
代
議
員
会

議
長
及
び
副
議
長
の
選
定
が

行
わ
れ
、
選
挙
の
結
果
、
代

議
員
会
議
長
は
柵
木
充
明
氏

（
愛
知
県
）
が
、
副
議
長
は

１
名
の
み
の
立
候
補
で
あ
っ

た
た
め
無
投
票
で
、
池
田
秀

夫
氏
（
佐
賀
県
）
が
そ
れ
ぞ

れ
選
定
さ
れ
た
。

引
き
続
き
、
昨
年
度
中
に

物
故
さ
れ
た
会
員
の
御み

た

ま霊
に

全
員
で
黙
禱
を
捧
げ
た
後
、

中
川
俊
男
副
会
長
が
、
「
平

成
29
年
度
日
本
医
師
会
事
業

報
告
」
を
行
い
、
議
事
に
入

っ
た
。

ま
ず
、
第
１
号
議
案
「
平

成
29
年
度
日
本
医
師
会
決
算

の
件
」
が
上
程
さ
れ
、
今
村

聡
副
会
長
か
ら
提
案
理
由
の

説
明
が
行
わ
れ
た
。

柵
木
議
長
の
指
名
に
よ
る

15
名
の
委
員
で
構
成
さ
れ
た

財
務
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た

（
９
面
参
照
）
後
、
審
議
を

再
開
。
財
務
委
員
会
委
員
長

に
選
出
さ
れ
た
橋
本
省
代
議

員
（
宮
城
県
）
が
、
５
月
８

日
に
開
催
さ
れ
た
財
務
委
員

会
に
お
け
る
本
議
案
に
関
す

る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
に

つ
い
て
報
告
。
表
決
が
行
わ

れ
、
賛
成
多
数
で
可
決
し
た
。

第
２
号
議
案
「
日
本
医
師

会
役
員
（
会
長
、
副
会
長
、

常
任
理
事
、
理
事
、
監
事
）

及
び
裁
定
委
員
選
任
の
件
」
、

第
３
号
議
案
「
日
本
医
師
会

り
、
全
員
起
立
の
上
、

「
日
本
医
師
会
綱
領
」

を
唱
和
。
引
き
続
き
、

横
倉
会
長
が
所
信
を
表

明
し
た
（
２
面
参
照
）
。

次
い
で
、
第
一
号
議
案

「
平
成
31
年
度
日
本
医

師
会
会
費
賦
課
徴
収
の

件
」
が
上
程
さ
れ
、
今
村
副

会
長
の
提
案
理
由
説
明
の

後
、
表
決
が
行
わ
れ
可
決
。

そ
の
後
は
代
表
質
問
、
個
人

質
問
が
行
わ
れ
た
。

な
お
、
会
議
の
冒
頭
、
６

月
18
日
に
発
生
し
た
大
阪
北

部
地
震
に
対
す
る
全
国
か
ら

の
支
援
に
対
し
て
、
茂
松
茂

人
大
阪
府
医
師
会
長
よ
り
謝

意
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
た
。

横
倉
会
長

は
、

ま
ず
、

前
期
ま
で
の

６
年
間
を
振

り
返
り
、「
国

民
の
安
全
な

医
療
に
資
す

る
政
策
か
」

「
公
的
医
療

保
険
に
よ
る

国
民
皆
保
険

は
堅
持
で
き

る
政
策
か
」

と
い
う
二
つ

の
判
断
基
準

の
下
、
政
府

等
か
ら
示
さ

れ
る
さ
ま
ざ

ま
な
提
案
に
対
し
て
、
是
々

非
々
で
対
応
す
る
と
と
も

に
、
「
国
民
と
共
に
歩
む
医

療
の
専
門
家
集
団
」と
し
て
、

常
に
高
い
見
識
を
も
っ
て
変

革
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
説

明
。

横倉会長・３副会長合同記者会見

４
期
目
に
当
た
っ
て
は
、

「
医
師
の
働
き
方
改
革
」「
控

除
対
象
外
消
費
税
の
問
題
」

「
超
高
齢
社
会
へ
の
対
応
」

「
急
速
に
進
展
す
る
ゲ
ノ
ム

医
療
や
Ｉ
Ｃ
Ｔ
な
ど
の
新
技

術
へ
の
対
応
」
な
ど
、
山
積

す
る
課
題
に
対
応
し
て
い
く

た
め
、
〝
か
か
り
つ
け
医
〟

を
中
心
と
し
た
「
ま
ち
づ
く

り
」、
医
療
政
策
を
リ
ー
ド

し
続
け
る
「
組
織
づ
く
り
」
、

そ
し
て
、
人
材
育
成
の
視
点

に
立
っ
た
「
人
づ
く
り
」
を

基
本
方
針
に
掲
げ
た
こ
と
を

報
告
。
そ
の
基
本
方
針
を
実

現
す
る
た
め
、Action

（
積

極
的
な
行
動
）、Balance

（
全

て
の
取
り
組
み
に
偏
り
の
な

い
政
策
）
、Challenge

（
新

た
な
取
り
組
み
に
も
挑
戦
）

と
い
う
三
つ
の
基
本
姿
勢
で

臨
む
こ
と
に
よ
り
、
医
療
再

興
に
向
け
た
新
た
な
一
歩
を

踏
み
出
し
た
い
と
し
た
。

ま
た
、
今
後
の
会
務
運
営

に
つ
い
て
は
、
「
こ
れ
ま
で

培
っ
て
き
た
経
験
を
基
に
、

医
師
会
活
動
の
源
泉
で
あ
る

会
員
一
人
ひ
と
り
の
活
動
と

声
を
丁
寧
に
く
み
取
り
な
が

ら
、
世
界
中
の
人
々
の
幸
福

に
寄
与
し
て
い
く
と
い
う
大

き
な
考
え
に
立
ち
、
国
民
皆

保
険
と
か
か
り
つ
け
医
を
中

心
と
す
る
医
療
提
供
体
制
が

一
体
と
な
っ
た
、
わ
が
国
の

保
健
医
療
シ
ス
テ
ム
を
よ
り

高
次
な
も
の
へ
と
高
め
て
い

き
た
い
」
と
述
べ
た
。

続
い
て
、
３
副
会
長
が
、

今
後
の
抱
負
を
そ
れ
ぞ
れ
語

っ
た
。

中
川
副
会
長
は
、
「
激
し

い
選
挙
戦
で
あ
っ
た
が
選
挙

が
終
わ
れ
ば
ノ
ー
サ
イ
ド

だ
。
こ
れ
ま
で
以
上
に
横
倉

会
長
を
支
え
、
真
に
強
い
執

行
部
に
し
て
い
き
た
い
」
と

述
べ
る
と
と
も
に
、
医
療
提

供
体
制
や
医
療
保
険
制
度
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
自
身
の

会
務
の
幅
を
広
げ
て
い
き
た

い
と
の
考
え
を
示
し
た
。

今
村
副
会
長
は
、
医
療
を

取
り
巻
く
さ
ま
ざ
ま
な
課
題

に
し
っ
か
り
と
対
応
し
て
い

き
た
い
と
す
る
と
と
も
に
、

特
に
、
医
師
の
働
き
方
改
革

の
問
題
に
取
り
組
む
他
、
中

医
協
委
員
と
し
て
、
引
き
続

き
医
療
機
関
の
経
営
が
成
り

立
つ
よ
う
努
め
て
い
き
た
い

と
し
た
。

松
原
副
会
長
は
、
代
議
員

の
約
６
割
の
支
持
を
得
ら
れ

た
こ
と
に
感
謝
の
意
を
示
し

た
上
で
、
「
こ
れ
か
ら
も
会

内
が
一
致
団
結
し
て
横
倉
会

長
を
支
え
て
い
き
た
い
」
と

述
べ
た
。

記
者
と
の
質
疑
応
答
の
中

で
安
倍
政
権
と
の
関
わ
り
方

を
問
わ
れ
た
横
倉
会
長
は
、

「
こ
れ
ま
で
ど
お
り
是
々

非
々
で
対
応
し
て
い
き
た

い
」
と
回
答
。
ま
た
、
政
府

の
審
議
会
か
ら
社
会
保
障
費

の
抑
制
策
が
次
々
と
出
さ
れ

る
こ
と
に
関
し
て
は
、
「
医

療
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
広
く
国
民
に

訴
え
る
と
と
も
に
、
生
ま
れ

て
か
ら
終
末
期
を
迎
え
る
ま

で
さ
ま
ざ
ま
な
医
療
の
関
わ

り
が
あ
る
中
で
、
そ
こ
に
は

当
然
、
必
要
な
医
療
費
が
掛

か
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

理
解
を
求
め
、
対
応
し
て
い

き
た
い
」
と
述
べ
た
。

第
142
回
日
本
医
師
会
定
例
代
議
員
会
・
第
143
回
日
本
医
師
会
臨
時
代
議
員
会

会
員
一
人
ひ
と
り
の
活
動
と
声
を
く
み
取
り

  

わ
が
国
の
保
健
医
療
シ
ス
テ
ム
を

                      

よ
り
高
次
な
も
の
へ
と
高
め
て
い
く

横倉会長

　第142回日本医師会定例代議員会が6月23日に、第143回日本医師
会臨時代議員会が翌24日に、それぞれ日医会館大講堂で開催された。
　23日には定数を超えて立候補のあった代議員会議長、会長、副会長、
常任理事、理事選挙が行われ、会長選挙では横倉義武会長が選挙戦を
制し、4期目を迎えることになった。
　また、翌24日には、各ブロックからの代表質問並びに個人質問が
行われ、担当役員から回答を行った。
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相原忠彦代議員（中国四国ブロック）からの「医行為と特定行為に係る
看護師の研修制度における向後の問題」として、①超音波検査が看護師の
特定行為に含まれそうになった場合の対応②柔道整復師が行う超音波検査
並びに患者への説明③特定行為への影響を考慮した厚労省に対する新たな
アクション─の質問には、松原謙二副会長が回答。
①及び③については、看護師の特定行為の検討の中で、当初は「超音波
検査の実施」も対象に含まれていたが、議論の結果、「主として臨床検査
技師が行っており、チーム医療推進の観点からも看護師の特定行為に含め
ることは適当でない」との理由で外されたことから、今後、超音波検査を
特定行為に追加するという議論にはならないとの考えを示した。
②については、検査結果の説明は医師法違反に当たり、また読影の誤り
から健康被害につながった事例の報告が見られ、医療安全の観点からも日
医として注視しているとした上で、不適切事例は都道府県行政へ情報提供
するよう求めた。

小池哲雄代議員（関東甲信越ブロック）の「高齢化社会における遠隔医
療の健全な運用とその展望」に関する質問には、今村聡副会長が、医療の
大原則は患者と医師の信頼関係に基づく対面診療であるとした上で、①オ
ンライン診療が平成30年度診療報酬改定での大きな課題の一つとなった
②3月に、自身が委員として参加した厚生労働省「情報通信機器を用いた
診療に関するガイドライン作成検討会」が「オンライン診療の適切な実施
に関する指針」をまとめた③同指針には、日医会内の「情報通信機器を用
いた診療に関する検討委員会」の答申に記載された内容が盛り込まれた④
中医協で医学管理を診療報酬で評価する場合の《基本的な考え方》を整理
し、それを具体化した厳しい要件を設定するとともに、対面診療による医
学管理の継続にも有用と考えられるものに対象が限定された─こと等を
説明。
規制改革推進会議の昨今の発言に対しては、「日医は、オンライン診療
はあくまでも対面診療の補完であるとの大原則を崩すことなく対応してき
ており、今後もその方針を変えるつもりはない」と明言した。

「医行為と特定行為に係る看護師の研修制度にお
ける向

こ う ご

後の問題について」特に超音波検査
高齢化社会における遠隔医療の健全な運用と
その展望は？2 1

代表質問代表質問

「医師偏在」「予防接種」等に関する質問に日医執行部から回答

臨
時
代
議
員
会
で
所
信
表

明
を
行
っ
た
横
倉
会
長
は
ま

ず
、
４
期
目
に
臨
む
決
意
を

し
た
理
由
に
つ
い
て
、
「
地

域
医
療
を
支
え
る
会
員
一
人

ひ
と
り
の
声
を
丁
寧
に
く
み

取
り
な
が
ら
、
国
民
皆
保
険

と
か
か
り
つ
け
医
を
中
心
と

す
る
医
療
提
供
体
制
が
一
体

と
な
っ
た
、
わ
が
国
の
保
健

医
療
シ
ス
テ
ム
を
よ
り
高
次

な
も
の
に
し
て
い
き
た
い
と

い
う
強
い
思
い
が
あ
っ
た
か

ら
だ
」
と
説
明
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
６
年

間
の
経
験
か
ら
、
「
各
地
域

の
医
師
の
活
動
を
助
け
、
現

場
の
声
を
政
府
に
届
け
る
一

方
、
医
療
政
策
を
全
国
で
円

滑
に
展
開
し
、
国
民
医
療
を

推
進
で
き
る
の
は
、
医
師
会

の
存
在
が
あ
っ
て
こ
そ
」
と

の
深
い
思
い
に
至
っ
た
と

し
、
「
こ
う
し
た
認
識
を
広

く
国
民
と
共
有
し
、
ま
た
、

医
療
の
本
質
的
な
意
義
と
目

指
す
方
向
性
を
再
認
識
す
る

こ
と
で
、
社
会
保
障
制
度
の

精
度
を
上
げ
な
が
ら
、
そ
の

安
定
性
と
持
続
可
能
性
を
高

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
信

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
も

ま
ず
は
、
医
療
界
を
挙
げ
て

自
ら
変
革
に
取
り
組
み
、
未

来
に
対
す
る
責
任
を
果
た
し

て
い
く
覚
悟
を
示
す
こ
と
が

重
要
に
な
る
」
と
の
考
え
を

示
し
た
。

具
体
的
に
は
、
（
１
）
プ

ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
オ
ー
ト

ノ
ミ
ー
に
基
づ
く
医
師
の
働

き
方
改
革
、
（
２
）
か
か
り

つ
け
医
機
能
の
拡
充
に
よ
る

地
域
医
療
の
強
化
、
（
３
）

経
済
、
財
政
、
社
会
保
障
を

一
体
的
に
考
え
た
国
づ
く
り

会
長
所
信
表
明

の
推
進

─
に
取
り
組
ん
で

い
く
と
し
た
。

（
１
）
に
つ
い
て
は
、
「
自

己
研け

ん
さ
ん鑽

と
倫
理
観
に
基
づ
く

医
師
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ

ル
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
を
も
っ

て
、
『
地
域
医
療
の
継
続
性
』

と
『
医
師
の
健
康
へ
の
配
慮
』

の
両
立
を
図
っ
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
」
と
改
め
て

指
摘
。
そ
の
解
決
に
当
た
っ

て
は
、
「
医
師
の
地
域
・
診

療
科
偏
在
の
解
消
」
や
「
男

女
共
同
参
画
の
推
進
」
「
医

療
分
野
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
や
Ｉ

Ｃ
Ｔ
の
更
な
る
活
用
」
な
ど
、

関
連
す
る
諸
施
策
を
推
進
し

つ
つ
、
今
後
も
医
師
の
働
き

方
改
革
に
係
る
議
論
を
リ
ー

ド
し
、
し
か
る
べ
き
答
え
を

導
き
出
す
と
し
た
。

ま
た
、
「
そ
の
過
程
を
通

じ
て
、
患
者
や
国
民
と
医
療

者
が
、
医
療
の
あ
り
方
や
受

療
行
動
に
つ
い
て
共
に
考
え

て
い
く
機
会
と
し
て
、
医
療

に
対
す
る
認
識
の
深
化
と
、

医
療
需
要
の
健
全
化
等
に
寄

与
し
て
い
き
た
い
」
と
述
べ

た
。

（
２
）
に
関
し
て
は
、
「
医

学
・
医
療
へ
の
期
待
が
生
命

と
健
康
の
保
持
増
進
か
ら
、

生
活
問
題
全
般
へ
と
広
が
る

中
で
、
医
師
は
人
を
支
援
す

る
こ
と
の
本
来
的
な
意
義
に

立
ち
返
り
、
そ
の
能
力
を
広

く
患
者
や
社
会
に
還
元
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
す
る
と
と
も
に
、
今
後
も
、

地
域
住
民
と
の
つ
な
が
り
を

大
切
に
し
な
が
ら
、
か
か
り

つ
け
医
機
能
の
拡
充
を
図

り
、
継
続
的
で
包
括
的
な
保

健
・
医
療
・
福
祉
の
実
践
を

目
指
し
た
地
域
医
療
を
確
立

す
る
こ
と
で
、
医
療
に
対
す

る
国
民
の
信
頼
に
応
え
続
け

て
い
く
考
え
を
示
し
た
。

（
３
）
で
は
、
「
少
子
高
齢

化
が
進
む
わ
が
国
に
お
い
て

は
、
先
に
経
済
成
長
あ
り
き

で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
ど

う
い
う
社
会
を
目
指
し
、
そ

の
た
め
に
は
ど
の
く
ら
い
の

経
済
成
長
と
財
政
規
模
が
必

要
な
の
か
を
、
国
民
的
な
議

論
に
ま
で
し
て
い
く
こ
と
が

重
要
」
と
し
、
「
そ
う
し
た

機
運
を
醸
成
し
て
い
く
中

で
、
医
師
会
組
織
は
重
要
な

イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
こ
と
、
医

療
は
社
会
的
共
通
資
本
で
あ

る
こ
と
を
訴
え
な
が
ら
、
経

済
、
財
政
、
社
会
保
障
を
一

体
的
に
考
え
た
政
策
提
言
を

行
い
、
社
会
保
障
制
度
の
安

定
性
と
持
続
可
能
性
の
向
上

に
努
め
て
い
く
」
と
し
た
。

新
た
な
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
の 

                    

作
成
に
取
り
組
む

そ
の
他
、
横
倉
会
長
は
、

①
医
師
は
、
目
の
前
に
い
る

患
者
を
救
う
た
め
に
全
力
を

挙
げ
る
一
方
、
人
々
が
医
療

を
受
け
な
い
で
済
む
た
め
の

努
力
も
惜
し
ん
で
は
な
ら
な

い
②
社
会
保
障
を
負
担
の
面

か
ら
消
極
的
に
捉
え
る
の
で

は
な
く
、
国
民
生
活
を
守
り
、

社
会
の
発
展
、
国
民
生
活
の

向
上
に
つ
な
げ
る
と
い
う
社

会
保
障
本
来
の
機
能
か
ら
積

極
的
に
捉
え
直
す
中
で
、
医

療
の
あ
る
べ
き
姿
を
浮
き
彫

り
に
し
て
い
く

─
と
の
考

え
の
下
に
、
現
在
、
日
医
総

研
を
中
心
と
し
て
、
新
た
な

医
療
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン

を
作
成
し
て
い
る
こ
と
を
報

告
。そ

の
基
本
命
題
は
、
「
人

は
ひ
と
た
び
生
を
受
け
れ

ば
、
無
条
件
で
尊
重
さ
れ
守

ら
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
る
」

で
あ
り
、
「
人
類
（
ヒ
ト
）

の
生
命
と
尊
厳
を
守
る
」「
人

類
（
ヒ
ト
）
を
苦
痛
か
ら
解

放
す
る
」
「
人
類
（
ヒ
ト
）

の
暮
ら
す
基
盤
を
支
え
る
」

「
人
類
（
ヒ
ト
）
の
明
日
に

備
え
る
」
の
四
つ
を
、
医
療

の
果
た
す
べ
き
役
割
と
し
て

位
置
づ
け
て
い
る
と
し
た
。

そ
の
上
で
、
「
こ
れ
ら
の

役
割
を
果
た
し
な
が
ら
、『
日

本
医
師
会
綱
領
』
が
国
民
と

の
約
束
と
し
て
掲
げ
る
、
①

国
民
の
生
活
支
援
②
安
全
・

安
心
な
医
療
提
供
体
制
の
構

築
③
医
学
・
医
療
の
発
展
と

質
の
向
上
④
国
民
皆
保
険
制

度
の
堅
持
の
四
つ
を
指
針

に
、
人
間
の
尊
厳
が
大
切
に

さ
れ
る
社
会
の
実
現
を
目
指

し
て
い
く
」
と
し
た
。

最
後
に
横
倉
会
長
は
、「
あ

ら
ゆ
る
手
法
を
駆
使
し
た
総

合
的
施
策
と
個
別
具
体
的
な

取
り
組
み
を
展
開
す
る
こ
と

で
、
会
員
の
先
生
方
と
共
に

こ
の
国
の
未
来
を
つ
く
り
上

げ
て
い
く
」
と
の
覚
悟
を
示

す
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の

２
年
間
、
医
師
会
活
動
の
一

層
の
活
性
化
と
で
き
る
だ
け

多
く
の
会
員
と
の
対
話
に
努

め
て
い
く
考
え
を
示
し
、
更

な
る
支
援
を
求
め
た
。



（3）第1365号 日 医 ニ ュ ー ス 〔第3種郵便物認可〕平成30年7月20日

橋本雄幸代議員（東京ブロック）からの①キャッシュ・フローも重視し
た「適正な利益水準」②「地域医療介護総合確保基金」の活用─につい
ての質問には、今村副会長が回答した。
①については、「今後の医療提供体制の維持にとって、医療機関の経営
の安定、すなわち適正な利益が必要なことは言うまでもない」との考えを
示し、診療報酬改定に当たっては、根拠となるデータとして、医療経済実
態調査のみならず、TKC全国会のデータ、キャッシュ・フロー等、総合
的に検討して臨みたいとした他、「税制も重要な論点であり、年末の税制
改正大綱に向けてしっかりと対応していきたい」と述べた。
②については、「地域医療にとって必要不可欠な医療機関の経営を安定
させることが大原則である」と述べるとともに、私的医療機関への基金の
補
ほ て ん

塡は、医療機関の計画配置につながりかねない懸念もあるとして注意を
呼び掛け、基金を活用するのであれば、地域医療の公益性に資する医療機
関であることを強く訴えてもらうことが大事であるとの考えを示した。

藤原秀俊代議員（北海道ブロック）からの①地域別診療報酬に対する日
医の対応と、都道府県医師会の今後の対応②医療保険の給付率・患者負担
率を自動的に調整する仕組みの導入に対する具体的な日医の行動─を問
う質問には、横倉義武会長が回答。
①については、既に「高齢者の医療の確保に関する法律」で規定されて
いるが、都道府県ごとに関係者と「健康会議」を設置し、都道府県医師会
でも住民の予防・健康づくりに積極的な取り組みを見せ続けることが診療
報酬の特例の活用の抑止策になるとするとともに、「医療費削減ありきで
はなく、健康増進を目的とした政策の結果として医療費が削減されるとい
う取り組みを地域において進めていくことが重要」と強調した。
②では、今回は自民党の「財政再建に関する特命委員会」の最終報告書
を踏まえて「骨太の方針2018」からも文言自体は消えたものの、今後も
同様の主張が繰り返されることへの警戒感を示し、引き続き「国民の安全
な医療に資する政策か」「公的医療保険による国民皆保険を堅持できる政
策か」という2つの判断基準に照らし合わせて、主張を展開していく方針
を示した。

徳永宏司代議員（中部ブロック）からの医師偏在が深刻な状況を迎え、
都道府県の自主的な対策も限界を迎えつつある中で、真に有効な対策を問
う質問には、中川俊男副会長が回答。
同副会長はまず、「地域枠」について、その成果を分析し、次の対策に
つなげるとした他、将来の地域別の医療需要等に関して、日医と厚労省で
分析したデータを都道府県に提示していくとした。
医師偏在対策については、日医の各種取り組みを紹介した上で、「地域
医療対策協議会における都道府県医師会の役割は極めて重要」との認識を
表明。「新たな専門医の仕組みが偏在対策に資するのか」という懸念に対
しては、「少なくとも医師偏在を助長することは絶対に回避しなければな
らない」と強調した。
同副会長は最後に、「かかりつけ医機能を高め、全ての医師が、どの地
域でも地域医療や地域包括ケアを担っていけるようにすることが究極の医
師偏在対策ではないかと考えている」と述べ、国による強制的な仕組みを
求める声が絶えない中、医師の自主的な判断を強力に支援する仕組みを模
索することが偏在解消につながるとの見解を示した。

橋本省代議員（東北ブロック）からの働き方改革に向けた対応や国民皆
保険の維持のため、国民の受療行動の変化を訴えるための取り組みに関す
る質問には、横倉会長が回答した。
国民の受療行動の変革については、これからの超高齢社会、人口減少社
会に向け、現行の公的医療保険制度の下で、かかりつけ医機能を推進する
ことが重要とした。
また、大病院の直接受診の是正について、「再診時の定額負担の厳格化
を求めることも考えられる」との見解を示した。
更に、国民の側にも意識改革を促し、受療行動の変革につながるアクシ
ョンを行う必要性にも言及し、「国民が適切な医療のかかり方をすること
は、ヘルスリテラシーの一つ。そのリテラシーを高めることは医師会の使
命である」と強調。国に対し、学童期からの社会保障や医療に関する教育
も求めていくとした。
その上で同会長は、「これからのまちづくりは、『地域包括ケア』『地域
共生社会』がキーワードとなる」として、適切な医療を受けられる体制や
各種広報を強化していく方針を示した。

髙橋健太郎代議員（近畿ブロック）は、HPVワクチン接種の積極的勧
奨の早期再開に向けての日医の方針について質問。松原副会長は、積極的
勧奨を再開し、早期に接種率を高めなければならないとの判断から、日医
では既に、①2014年に日本医学会と合同シンポジウムを開催②2015年に
診療の手引きを作成③厚労省が本年1月に作成した、接種を検討している
方、接種を受ける方、医療従事者向け『HPVワクチンに関するリーフレ
ット』を『日医雑誌』4月号に同梱して会員に送付④国に対してはHPVワ
クチンに関する科学的根拠に基づく知見と最新の情報を国民に正確に伝
え、ワクチン接種後の諸症状に適切に対応し、積極的勧奨を早期に再開す
るよう要望─などを行っているとした。
その上で、積極的勧奨の再開には国民の理解の醸成が必要で、科学的根
拠に基づく情報を届けることが大切であることから、日医が日本医学会と
連携し、これまでに得られた知見を分かりやすく示し、理解を深めてもら
うための合同フォーラムを開催する予定であることを報告。この開催が積
極的勧奨を再開する国の判断につながることに期待を示した。

牧角寛郎代議員（九州ブロック）からの医療法・医師法改正法案成立後
の、①臨床経験を多く積める地域医療の意義・魅力の発信②現場での労働
環境の整備③昨今の若者気質を勘案した医学生・若手医師への倫理教育
─を踏まえた日医の医師偏在対策を問う質問には、中川副会長が回答。
①については、各地の成功事例や問題点を日医で分析し、各都道府県医
師会の取り組みを支援していく方針を示した。
②については、日医の「医師の働き方検討会議」で慎重に議論している
とした上で、問題解決のためには国民への受療行動のあり方に関する啓発
や地域医療連携・多職種連携が重要との見方を示した。
③については、「日本医師会綱領」の理念をいかに行動レベルに落とし
込むかが課題であり、医学生、若手医師のみならず、全ての医師と理念を
共有し、行動変革につなげていきたいとした。
また、同副会長は、これらを踏まえた対策として、医師少数区域で勤務
する医師に対する所得税の優遇措置の検討に着手したこと等を紹介。「『あ
るべき医師配置への自主的な収れんを目指す』との方針の下、地域医療を
守るという思いを共有しながら、医学生や若い医師を地域であたたかく育
てていきたい」と述べた。

医療機関に与えられるべき
「適正な利益水準」について地域別診療報酬について

有効な医師偏在対策について日医は国民の受療行動変革への積極的取り組みを

HPVワクチン接種の積極的勧奨の
早期再開にむけて

医師偏在是正に向けた
医療法・医師法改正案について

47

58
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代表質問代表質問
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全国的な梅毒の増加を受けて、①感染源の追跡②国際標準の治療を実施
するための国への働き掛け─を求める神﨑寛子代議員（岡山県）からの
質問には、釜萢敏常任理事が回答した。
①に関しては、梅毒は現在5類感染症の分類であるため、情報収集に当
たっては一定の限界があることを説明。今後は、感染症法の改正時に梅毒
に関しては患者の住所、氏名の届出を求めるようにする、あるいは、より
詳細な届出が必要となる3類感染症とする等の対応を求めていく考えを示
した。
②については、厚労省の「医療上の必要性の高い未承認薬適応外薬検討
会議」において、国際的な標準治療薬であるべンジルペニシリンベンザチ
ン水和物の筋注製剤の開発要請がなされていることを説明。厚労省に対し
て、スピード感のある対応を強く働き掛けていくとした他、厚労省が毎年
作成している性感染症の啓発資料を基に、日医としても引き続き医師への
啓発に努めていくとした。

梅毒のアウトブレイクへの対策1
個人質問

足立光平代議員（兵庫県）からは、①国による安定供給のための仕組み
づくりの現状と展望②安全接種のための方法改善と環境整備並びにその支
援─に関する質問がなされた。
釜萢常任理事は、①について、厚労省が各医療機関に対するワクチン納
入実績をほぼリアルタイムで集計する試みを一部のワクチンで開始したこ
とを報告。今後は、「ワクチンを注文しても直ちに納品されない場合、地
域で情報を共有する仕組み」や「不測の事態でワクチン需要が増大した場
合に備え、備蓄量を更に拡大するとともに、使用期限切れで廃棄される場
合に国が何らかの補償をする仕組み」の検討が求められるとした。
また、②に関しては、いわゆるヒューマンエラーをなくすために複数ス
タッフでの確認など、システム面での取り組みが極めて大切だとした上で、
「今後も厚労省と緊密に連携し、更なる情報提供に努めていく」として、
理解を求めた。

今村孝子代議員（山口県）の「地域包括診療加算・診療料は将来的に登
録医制度を容認する方向性なのか」との質問に、松本吉郎常任理事はまず、
日医が登録医制度に反対していることを強調。
かかりつけ医機能の診療報酬上の評価として2014年度診療報酬改定で
創設された地域包括診療加算・診療料については、2016・2018年度の改
定で要件緩和を図ってきたとするとともに、「日医は基本診療料の引き上
げを主張し続けてきたが、厳しい財源制約があり、今回は『かかりつけ医
機能を有する医療機関に』という名目で、初診料に機能強化加算を新設す
ることになった」と説明した。
その上で、かかりつけ医機能の普及のため、引き続き、研修制度や診療
報酬上の対応を進めていくとし、「かかりつけ医の普及には、かかりつけ
医と患者との信頼関係が自然に醸成されるような取り組みが重要である。
フリーアクセスを制限する諸外国のような登録医制度はわが国にはなじま
ない」との見解を示した。

目々澤肇代議員（東京都）から、日本の医療保険の資格を有する在留外
国人が、治療を目的に母国から親族を呼び寄せ、扶養家族として医療保険
を利用しているとの懸念が示されたことに対しては、松本常任理事が回答。
同常任理事は、実態を表す全国的な数字が公表されていないと前置きし、
厚労省が昨年3月に行った国保レセプト調査では、明らかに問題があると
考えられる事例はほぼ確認されなかったことを報告。一部週刊誌で報道さ
れている状況とは異なるとした上で、厚労省が現在、在留外国人の受診が
多い病院や、多く居住している自治体、加入者が多い保険者にヒアリング
を実施し、更なる実態把握に努めているとした。
今後に関しては、「この問題は、外国人の人権の面からも慎重な議論が
必要である。外国人労働者を含め、訪日・在留外国人が急増していくこと
が見込まれることから、7月に日医で『第1回外国人医療対策会議』を開
催するとともに、プロジェクト委員会も立ち上げ、幅広く検討していく予
定である」と述べた。

長柄均代議員（福岡県）の医業の継承問題に関する質問には、小玉弘之
常任理事が回答。
同常任理事は、「医業の継承問題、特に地方での診療所継承問題は、こ
れからの地域づくり、まちづくりにとって大きな課題である」との認識を
示した上で、日医が地域に必要な医療を確保するための税制措置を要望し
ていることを説明。長年、地域医療に尽力したべテラン医師の診療所が、
これから開業しようという勤務医に適切にバトンタッチされるようにして
いくことが必要であるとした。
一方、民間コンサルタントが都市部での新規開業の勧奨を行っていると
の指摘には、「日医も同様の危機感を抱いてきた」と述べ、「医師会と行政
が連携して、地域の医療需要の見える化や医師のキャリア形成支援を行っ
ていくべきことを提言し、今回の医療法・医師法改正法案につながった」
と強調。今後も医業の継承問題について、地域医療の確保、医師偏在対策、
税制措置による支援など、さまざまな面から取り組んでいくとした。

外国人の保険診療上の課題について

医業の継承問題について

5

4

個人質問

個人質問

酒井良代議員（福岡県）の①県内広域化の延長として同様の手続きで全
国等しく予防接種が受けられる体制づくり②ムンプス・ロタワクチンの定期
接種化─に向けた日医の見解を問う質問には、釜萢常任理事が回答した。
①については、「安全な予防接種は接種を受ける方の体調を熟知するか
かりつけ医が対応することが基本であり、県境付近では地域の医師会と隣
県の自治体が契約を結ぶなどの方法もある」とする一方、「広域化に当た
っては予診票や接種料金、事務手続きの複雑化等さまざまな課題があり、
良好な接種環境整備に向けて引き続き尽力していきたい」と述べた。
②については、既に日医の2019年度政府に対する予算要望の中で要望
していること、現在、新たな麻しん、おたふくかぜ、風しんの三種混合
MMRワクチンの臨床試験が進められていることを報告。その上で、新た
なワクチンの市販までには時間が必要であり、現存のおたふくかぜ単独ワ
クチンを定期接種に加える選択肢や、ロタワクチンのリスクに対する評価
や費用対効果など、解決すべき課題があることを指摘し、安全性を確保し
た上での定期接種化について、今後も働き掛けを行っていく考えを示した。
� （個人質問は9面へ続く）

定期予防接種広域化、ムンプス・ロタワクチンの
定期予防接種化について6

個人質問

安全・安心な予防接種推進のために2
個人質問

地域包括診療加算・診療料について3
個人質問
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①

岡
野
　
　
誠
69
、福
島
市
、福

島
県
立
医
大
、福

島
市
医
会
長
、県

医
常
任
理
事
。福

島
県
、外
・
肛
門

外
科
②

石
井
　
正
三
67
、い
わ
き
市
、

弘
前
大
、
県
医

副
会
長
、
日
医

常
任
理
事
。
福

島
県
、
脳
神
経

外
科
③

茨
城
県

５
名

群
馬
県

５
名

関
本
　
幹
雄
69
、川
越
市
、日

大
大
学
院
、川
越

市
医
会
長
、
県

医
常
任
理
事
。

埼
玉
県
、
内
・

循
環
器
内
科
③

諸
岡
　
信
裕
70
、小
美
玉
市
、

金
沢
大
、
県
医

副
会
長
・
会

長
。
茨
城
県
、

内
・
循
・
消
化

器
科
⑥

西
松
　
輝
高
69
、
沼
田
市
、

群
馬
大
、
県
医

理
事
・
副
会

長
。
岐
阜
県
、

脳
神
経
外
科
③

利
根
川
洋
二
66
、さ
い
た
ま
市
、

日
医
大
、浦
和
医
副

会
長
・
監
事
、県
医

常
任
理
事
・
副
会

長
。埼
玉
県
、内
・

消
化
器
内
科
③

松
㟢
　
信
夫
55
、
取
手
市
、

横
浜
市
大
、
県

医
常
任
理
事
・

副
会
長
。
茨
城

県
、
整
形
外
科

③

川
島
　
　
崇
58
、
渋
川
市
、

新
潟
大
、
県
医

理
事
・
副
会

長
。
群
馬
県
、

内
科
②

徳
竹
　
英
一
64
、
川
口
市
、

日
大
、
川
口
市

医
会
長
、
県
医

常
任
理
事
。
東

京
都
、
内
・
循

環
器
内
科
③

海
老
原
次
男
63
、つ
く
ば
市
、

筑
波
大
、
県
医

常
任
理
事
・
副

会
長
。茨
城
県
、

消
化
器
内
科
③

永
山
　
雅
之
57
、
安
中
市
、

獨
協
医
大
、
県

医
理
事
。
群
馬

県
、
産
婦
・
内

科
②

髙
橋
　
茂
雄
68
、
本
庄
市
、

慶
應
大
、
本
庄

市
児
玉
郡
医
会

長
、県
医
理
事
。

埼
玉
県
、
産
婦

人
科
③

塚
田
　
篤
郎
64
、
土
浦
市
、

筑
波
大
、
県
医

常
任
理
事
。
茨

城
県
、
脳
神
経

外
科
②

今
泉
　
友
一
62
、
前
橋
市
、

新
潟
大
、
県
医

理
事
。山
口
県
、

小
児
科
②

廣
澤
　
信
作
67
、狭
山
市
、東

京
医
科
歯
科
大
、

狭
山
市
医
会
長
、

県
医
常
任
理
事
。

埼
玉
県
、内
・
血

液
内
科
③

星
野
　
寿
男
74
、
日
立
市
、

東
北
大
、
県
医

理
事
・
常
任
理

事
。
茨
城
県
、

小
児
科
①

小
島
　
　
章
74
、
太
田
市
、

群
馬
大
、
太
田

市
医
会
長
、
県

医
代
議
員
会
議

長
。
群
馬
県
、

内
科
①

水
谷
　
元
雄
70
、
さ
い
た
ま

市
、岩
手
医
大
、

浦
和
医
会
長
、県

医
常
任
理
事
。埼

玉
県
、内
・
消
化

器
内
科
②

栃
木
県

５
名

埼
玉
県

14
名

丸
木
　
雄
一
63
、
さ
い
た
ま

市
、日
医
大
、県

医
理
事
・
常
任

理
事
。埼
玉
県
、

内
・
リ
ハ
・
精
・

神
経
内
科
②

太
田
　
照
男
72
、宇
都
宮
市
、

慈
恵
医
大
、
県

医
副
会
長
・
会

長
。
栃
木
県
、

内
科
⑦

金
井
　
忠
男
74
、
所
沢
市
、

横
浜
市
立
大
、

県
医
副
会
長
・

会
長
。東
京
都
、

肛
門
科
⑦

加
藤
　
　
誠
67
、
加
須
市
、

慶
應
大
、
北
埼

玉
医
会
長
、
県

医
理
事
。
埼
玉

県
、
小
児
科
①

前
原
　
　
操
70
、下
都
賀
郡
、

東
京
医
大
、
県

医
常
任
理
事
・

副
会
長
。
栃
木

県
、
内
科
②

新
藤
　
　
健
71
、
さ
い
た
ま

市
、
東
邦
大
、

県
医
理
事
・
常

任
理
事
。
東
京

都
、
内
・
皮
・

外
科
⑤

稲
野
　
秀
孝
63
、宇
都
宮
市
、

広
島
大
、宇
都
宮

市
医
会
長
、県
医

副
会
長
。栃
木
県
、

内
・
呼
・
小
・
放
・
ア

レ
ル
ギ
ー
科
④

金
沢
　
和
俊
69
、
さ
い
た
ま

市
、
日
大
、
県

医
理
事
・
常
任

理
事
・
副
会

長
。
埼
玉
県
、

内
科
⑤

片
山
　
辰
郎
61
、宇
都
宮
市
、

慈
恵
医
大
、
宇

都
宮
市
医
会

長
。
栃
木
県
、

内
・
消
内
・
小

児
科
②

湯
澤
　
　
俊
70
、
さ
い
た
ま

市
、
東
邦
大
、
大

宮
医
会
長
、
県

医
理
事
・
副
会

長
。埼
玉
県
、内・

小
・
精
神
科
⑤

松
岡
　
淳
一
72
、小
山
市
、東

邦
大
、小
山
地

区
医
会
長
、県

医
理
事
。栃
木

県
、精
・
リ
ハ
・

心
療
内
科
③

神
田
　
　
誠
69
、春
日
部
市
、

東
京
医
大
、春
日

部
市
医
会
長
、県

医
常
任
理
事
・
副

会
長
。
埼
玉
県
、

内
・
小
児
科
③
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松
本
　
眞
彦
66
、草
加
市
、日

医
大
、草
加
八

潮
医
会
長
、県

医
常
任
理
事
。

東
京
都
、リ
ハ
・

整
形
外
科
①

千
葉
県

８
名

入
江
　
康
文
75
、千
葉
市
、鹿

児
島
大
、
千
葉

市
医
会
長
、
県

医
会
長
。
東
京

都
、内
・
外
・
循
・

心
臓
外
科
①

金
江
　
　
清
69
、
柏
市
、
慈

恵
医
大
、
柏
市

医
会
長
、
県
医

副
会
長
。
千
葉

県
、
内
・
循
環

器
科
①

堀
部
　
和
夫
67
、習
志
野
市
、

千
葉
大
、習
志
野

市
医
会
長
、県
医

副
会
長
。
東
京

都
、内
・
消
・
外
・

整
形
外
科
②

今
井
　
俊
哉
59
、
千
葉
市
、

日
医
大
、
千
葉

市
医
副
会
長
、

県
医
副
会
長
。

東
京
都
、
皮
膚

科
①

遠
山
　
正
博
69
、
佐
倉
市
、

東
邦
大
、
印
旛

市
郡
医
副
会

長
・
会
長
。
千

葉
県
、
内
科
④

川
越
　
一
男
62
、
市
原
市
、

帝
京
大
、
市
原

市
医
理
事
、
県

医
理
事
・
副
会

長
。
千
葉
県
、

外
・
救
急
科
④

日
比
野
久
美
子
60
、
千
葉
市
、

慶
應
大
、
千
葉

市
医
理
事
、
県

医
理
事
。
千
葉

県
、
眼
科
③

玉
元
　
弘
次
56
、
船
橋
市
、

琉
球
大
、
船
橋

市
医
会
長
、
県

医
監
事
。
東
京

都
、
整
・
内
科

①

東
京
都

39
名

真
鍋
　
　
勉
77
、
羽
村
市
、

大
阪
医
大
、
西

多
摩
医
会
長
、

都
医
代
議
員
会

議
長
。東
京
都
、

眼
科
⑥

猪
口
　
正
孝
61
、
葛
飾
区
、

日
医
大
、
葛
飾

区
医
副
会
長
、

都
医
理
事
・
副

会
長
。東
京
都
、

外
科
④

⻆
田
　
　
徹
62
、
三
鷹
市
、

東
京
医
大
、三
鷹

市
医
会
長
、都
医

理
事
・
副
会
長
。

神
奈
川
県
、消
・

外
・
内
科
④

平
川
　
博
之
64
、八
王
子
市
、

金
沢
医
大
、
都

医
理
事
・
副
会

長
。
山
口
県
、

精
神
科
②

市
川
　
菊
乃
62
、
墨
田
区
、

東
京
女
医
大
、

墨
田
区
医
会

長
。神
奈
川
県
、

耳
・
ア
レ
ル
ギ

ー
科
③

落
合
　
和
彦
66
、
葛
飾
区
、

慈
恵
医
大
、
慈

恵
医
会
長
、
都

医
理
事
。
東
京

都
、
産
婦
人
科

②

渡
辺
　
　
象
67
、
大
田
区
、

名
古
屋
保
健
衛

生
大
、
大
森
医

理
事
、
都
医
理

事
。
京
都
府
、

内
・
小
児
科
②

橋
本
　
雄
幸
60
、
港
区
、
慈

恵
医
大
、
港
区

医
会
長
、
都
医

理
事
。千
葉
県
、

内
・
外
・
消
・

肛
門
科
③

小
林
　
弘
幸
57
、
文
京
区
、

順
天
堂
大
、
順

天
堂
大
医
理

事
、都
医
理
事
。

埼
玉
県
、
外
・

小
・
内
科
②

蓮
沼
　
　
剛
55
、
中
央
区
、

東
京
医
大
、
日

本
橋
医
監
事
、

都
医
理
事
。
東

京
都
、
内
科
②

正
木
　
忠
明
70
、
江
東
区
、

日
大
、
江
東
区

医
理
事
、
都
医

理
事
。東
京
都
、

小
・
内
科
①

目
々
澤
　
肇
64
、江
戸
川
区
、

獨
協
医
大
、江
戸

川
区
医
理
事
、都

医
理
事
。
東
京

都
、神
・
内
・
小
・

耳
鼻
咽
喉
科
①

森
久
保
雅
道
62
、
日
野
市
、

聖
マ
医
大
、
日

野
市
医
会
長
、

都
医
理
事
。
東

京
都
、内
・
消
・

循
環
器
内
科
④

赤
上
　
　
晃
71
、八
王
子
市
、

日
医
大
、
八
王

子
市
医
会
長
、

都
医
監
事
。
東

京
都
、
内
・
消

化
器
科
④

椿
　
　
哲
朗
68
、
台
東
区
、

東
京
医
大
、
浅

草
医
会
長
、
都

医
監
事
。
東
京

都
、
内
科
④

玉
木
　
一
弘
64
、
福
生
市
、

杏
林
大
大
学

院
、
西
多
摩
医

会
長
。福
島
県
、

内
・
胃
・
循
・

リ
ハ
科
④

佐
々
木
伸
彦
61
、
調
布
市
、

慈
恵
医
大
、
調

布
市
医
会
長
、

都
医
理
事
。
東

京
都
、
小
・
ア

レ
ル
ギ
ー
科
①

今
井
　
　
均
70
、東
村
山
市
、

京
都
府
立
医

大
、
北
多
摩
医

会
長
。京
都
府
、

内
・
小
・
外
・
整
・

消
化
器
科
②

土
屋
　
　
譲
67
、
荒
川
区
、

埼
玉
医
大
、
荒

川
区
医
会
長
。

東
京
都
、
内
・

消
化
器
科
②

水
野
　
重
樹
63
、
板
橋
区
、

帝
京
大
、
板
橋

区
医
会
長
。
東

京
都
、内
・
脳
・

小
児
科
②

井
上
荘
太
郎
61
、
渋
谷
区
、

埼
玉
医
大
、
渋

谷
区
医
会
長
。

東
京
都
、
内
科

②

吉
本
　
一
哉
61
、世
田
谷
区
、

東
邦
大
、
玉
川

医
会
長
。
東
京

都
、
内
・
消
・

皮
・
小
児
科
②

窪
田
　
美
幸
61
、世
田
谷
区
、

東
京
女
医
大
、

世
田
谷
区
医
会

長
。
福
岡
県
、

眼
科
②

木
島
冨
士
雄
76
、
新
宿
区
、

福
島
県
立
医

大
、
新
宿
区
医

会
長
。東
京
都
、

内
・
循
環
器
科

③

泉
田
　
秀
輝
68
、千
代
田
区
、

日
大
、
千
代
田

区
医
会
長
。
東

京
都
、
内
科
①

中
村
　
　
宏
65
、
文
京
区
、

北
海
道
大
、
小

石
川
医
会
長
。

東
京
都
、
消
・

外
・
内
科
①

溝
口
　
雅
康
64
、
中
野
区
、

順
天
堂
大
、
中

野
区
医
会
長
。

東
京
都
、
内
・

小
・
皮
膚
科
①

小
川
　
　
郁
63
、
新
宿
区
、

慶
應
大
、
慶
應

医
会
長
。
宮
城

県
、
耳
鼻
咽
喉

科
①

福
井
　
光
文
62
、
江
東
区
、

北
里
大
、
江
東

区
医
会
長
。
東

京
都
、内
・
外
・

肛
・
リ
ウ
マ
チ

科
①

荒
井
　
俊
秀
62
、
大
田
区
、

金
沢
医
大
、
大

森
医
会
長
。
東

京
都
、
内
・
小

児
科
①

田
村
　
　
豊
61
、
多
摩
市
、

岐
阜
大
、
多
摩

市
医
会
長
。
静

岡
県
、
内
科
①

田
原
　
順
雄
61
、武
蔵
野
市
、

杏
林
大
、
武
蔵

野
市
医
会
長
。

東
京
都
、
内
・

循
環
器
内
科
①

髙
橋
　
清
輝
60
、
豊
島
区
、

順
天
堂
大
、
豊

島
区
医
会
長
。

東
京
都
、
整
・

内
・
外
・
小
・

リ
ウ
マ
チ
科
①

津
布
久
　
裕
60
、
中
央
区
、

杏
林
大
、
日
本

橋
医
会
長
。
東

京
都
、内
・
外
・

胃
・
皮
膚
科
①

渡
辺
　
正
光
59
、
品
川
区
、

慈
恵
医
大
、
品

川
区
医
副
会

長
。
東
京
都
、

内
・
消
・
皮
・

外
・
肛
門
科
①

安
藤
　
　
進
59
、
葛
飾
区
、

昭
和
大
大
学

院
、
葛
飾
区
医

会
長
。東
京
都
、

内
科
①

増
田
　
幹
生
59
、
北
区
、
東

京
医
大
、
北
区

医
会
長
。
東
京

都
、
内
・
消
化

器
内
科
①

甲
田
　
　
潔
57
、
杉
並
区
、

日
大
、
杉
並
区

医
会
長
。
東
京

都
、
内
・
小
児

科
①

髙
田
　
　
潤
60
、
足
立
区
、

獨
協
医
大
、
足

立
区
医
副
会

長
。
東
京
都
、

眼
科
①

神
奈
川
県

18
名

菊
岡
　
正
和
72
、
川
崎
市
、

日
大
、
県
医
副

会
長
・
会
長
。

神
奈
川
県
、
内

科
④

澤
井
　
博
司
73
、
横
浜
市
、

慈
恵
医
大
大
学

院
、
県
医
理

事
・
副
会
長
。

神
奈
川
県
、
整

形
外
科
⑥

武
内
　
鉄
夫
72
、
藤
沢
市
、

横
浜
市
大
、
藤

沢
市
医
会
長
、

県
医
副
会
長
。

福
井
県
、
整
形

外
科
③

池
上
　
秀
明
67
、
川
崎
市
、

慶
應
大
、
県
医

理
事
・
副
会

長
。神
奈
川
県
、

精
神
神
経
科
①

松
井
　
住
仁
70
、
横
浜
市
、

昭
和
大
、
横
浜

市
医
常
任
理

事
、県
医
理
事
。

東
京
都
、
内
・

循
環
器
内
科
③

亀
谷
雄
一
郎
59
、
川
崎
市
、

東
海
大
、
川
崎

市
医
理
事
、
県

医
理
事
。
神
奈

川
県
、
外
・
内

科
①

水
野
　
恭
一
67
、
横
浜
市
、

日
医
大
、
横
浜

市
医
会
長
、
県

医
代
議
員
会
副

議
長
。
神
奈
川

県
、
小
児
科
②

山
崎
　
具
基
69
、
横
浜
市
、

弘
前
大
、
横
浜

市
医
理
事
・
副

会
長
。宮
城
県
、

胃
腸
科
①

武
安
　
宣
明
62
、
横
浜
市
、

東
邦
大
、
横
浜

市
医
理
事
・
副

会
長
。
神
奈
川

県
、
循
・
消
・

内
科
①

鳥
山
　
直
温
63
、
横
浜
市
、

日
大
大
学
院
、

横
浜
市
医
理

事
・
副
会
長
。

神
奈
川
県
、
内

科
③

内
藤
　
英
二
57
、
横
浜
市
、

東
海
大
、
横
浜

市
医
理
事
。
福

岡
県
、
外
科
②

髙
橋
　
　
章
72
、
川
崎
市
、

順
天
堂
大
、
川

崎
市
医
会
長
、

県
医
代
議
員
会

副
議
長
。
神
奈

川
県
、
外
科
⑤

豊
田
　
博
史
67
、
川
崎
市
、

日
大
、
川
崎
市

医
代
議
員
会
議

長
。
静
岡
県
、

小
・
内
科
③

池
上
　
晃
子
79
、
逗
子
市
、

岡
山
大
、
逗
葉

医
副
会
長
・
会

長
。
東
京
都
、

内
・
麻
酔
科
②

小
林
　
米
幸
69
、
大
和
市
、

慶
應
大
、
大
和

市
医
副
会
長
・

会
長
。北
海
道
、

消
化
器
外
科
②

丸
山
　
徳
二
70
、茅
ケ
崎
市
、

大
分
医
大
大
学

院
、
茅
ケ
崎
医

副
会
長
・
会

長
。
長
野
県
、

内
科
④

遠
藤
　
千
洋
67
、横
須
賀
市
、

横
浜
市
立
大
、

横
須
賀
市
医
副

会
長
・
会
長
。

神
奈
川
県
、

胃
・
外
科
①

髙
橋
裕
一
郎
70
、海
老
名
市
、

北
里
大
、
海
老

名
市
医
副
会

長
・
会
長
。
宮

城
県
、
腎
臓
内

科
①

新
潟
県

７
名

渡
部
　
　
透
77
、
新
潟
市
、

新
潟
大
大
学

院
、
県
医
副
会

長
・
会
長
。
新

潟
県
、
内
科
⑪

吉
沢
　
浩
志
70
、
新
潟
市
、

新
潟
大
、
県
医

理
事
・
副
会

長
。
新
潟
県
、

内
・
小
・
婦
人

科
⑤

小
池
　
哲
雄
71
、
新
潟
市
、

新
潟
大
、
県
医

理
事
・
副
会

長
。
新
潟
県
、

脳
神
経
外
科
⑤

渡
辺
　
雅
晴
70
、
上
越
市
、

昭
和
大
、
上
越

医
理
事
・
副
会

長
。
新
潟
県
、

内
・
小
・
麻
酔

科
⑤

堂
前
洋
一
郎
68
、
新
潟
市
、

新
潟
大
、
県
医

理
事
。静
岡
県
、

整
形
外
科
⑤

藤
田
　
一
隆
62
、
新
潟
市
、

新
潟
大
、
新
潟

市
医
副
会
長
・

会
長
。栃
木
県
、

消
・
内
・
小
児

科
③

長
尾
政
之
助
65
、
長
岡
市
、

岩
手
医
大
、
長

岡
市
医
副
会

長
・
会
長
。
新

潟
県
、
内
科
②

富
山
県

３
名

馬
瀬
　
大
助
67
、
富
山
市
、

埼
玉
医
大
、
県

医
会
長
、
日
医

理
事
。富
山
県
、

小
児
科
③

泉
　
　
良
平
70
、
富
山
市
、

金
沢
大
、
県
医

常
任
理
事
・
副

会
長
。福
井
県
、

胃
・
外
科
⑥

村
上
美
也
子
59
、
富
山
市
、

富
山
医
科
薬
科

大
、
県
医
理

事
・
副
会
長
。

富
山
県
、
小
児

科
③

石
川
県

３
名

上
田
　
　
博
71
、
能
美
市
、

金
沢
大
、
県
医

理
事
・
副
会

長
。
石
川
県
、

消
化
器
科
②

北
谷
　
秀
樹
68
、河
北
郡
市
、

鹿
児
島
大
、
県

医
代
議
員
会
議

長
。
広
島
県
、

小
児
・
外
科
②

髙
田
　
重
男
69
、
金
沢
市
、

金
沢
大
、
県
医

理
事
・
副
会

長
。
福
井
県
、

内
・
循
環
器
内

科
①

福
井
県

３
名

大
中
　
正
光
78
、
福
井
市
、

大
阪
市
立
大
、

県
医
副
会
長
・

会
長
。兵
庫
県
、

心
臓
血
管
外
科

⑥

池
端
　
幸
彦
63
、
越
前
市
、

慶
應
大
、
県
医

理
事
・
副
会

長
。
福
井
県
、

外
科
③

加
畑
　
雅
行
67
、
福
井
市
、

弘
前
大
、
福
井

市
医
会
長
、
県

医
副
会
長
。
福

井
県
、
皮
膚
科

①

山
梨
県

３
名

今
井
　
立
史
77
、
甲
府
市
、

順
天
堂
大
、
県

医
会
長
、
日
医

理
事
。山
梨
県
、

整
・
リ
ハ
科
③

手
塚
　
司
朗
69
、
南
ア
ル
プ

ス
市
、
日
大
、

県
医
理
事
・
副

会
長
。山
梨
県
、

外
・
内
科
③

鈴
木
　
昌
則
63
、
大
月
市
、

浜
松
医
大
、
北

都
留
医
会
長
、

県
医
副
会
長
。

山
梨
県
、
整
形

外
科
①

長
野
県

５
名

関
　
　
隆
教
74
、
中
野
市
、

信
州
大
、
県
医

総
務
理
事
・
会

長
。
長
野
県
、

整
形
外
科
⑦

関
　
　
　
健
68
、
松
本
市
、

順
天
堂
大
、
県

医
常
務
理
事
・

副
会
長
。
長
野

県
、
精
神
・
心

療
内
科
⑤

岡
田
　
啓
治
73
、
長
野
市
、

聖
マ
医
大
、
県

医
常
務
理
事
・

副
会
長
。
長
野

県
、
内
科
④

竹
重
　
王
仁
69
、
長
野
市
、

東
京
医
大
、
県

医
常
務
理
事
・

総
務
理
事
。
長

野
県
、
内
科
④

小
池
　
　
洌
78
、
長
野
市
、

信
州
大
、
県
医

理
事
・
常
務
理

事
。
長
野
県
、

消
・
外
・
内
・

肛
門
外
科
③

岐
阜
県

６
名

小
林
　
　
博
72
、各
務
原
市
、

岐
阜
大
、
県
医

会
長
、
日
医
理

事
。
滋
賀
県
、

内
・
循
環
器
科

⑥

川
出
　
靖
彦
73
、
岐
阜
市
、

岐
阜
大
、
県
医

常
務
理
事
・
副

会
長
。岐
阜
県
、

内
・
消
・
小
・

放
射
線
科
⑥

河
合
　
直
樹
67
、
岐
阜
市
、

北
大
、
県
医
常

務
理
事
・
副
会

長
。
岐
阜
県
、

内
・
循
環
器
内

科
④

池
田
　
久
基
66
、
大
垣
市
、

帝
京
大
大
学
院
、

県
医
常
務
理
事
・

副
会
長
。岐
阜
県
、

内
・
心
内
・
精
神
・

神
経
内
科
④

堀
部
　
　
廉
72
、
本
巣
市
、

岐
阜
大
、
も
と

す
医
副
会
長
、

県
医
理
事
。
岐

阜
県
、
外
・
内

科
④

二
宮
　
保
典
70
、
各
務
原
市
、

京
都
府
立
医

大
、
各
務
原
市

医
理
事
、
県
医

監
事
。
岐
阜
県
、

産
婦
・
内
科
④

静
岡
県

９
名

紀
平
　
幸
一
78
、
伊
豆
市
、

昭
和
大
、
県
医

副
会
長
・
会

長
。
東
京
都
、

内
科
④

徳
永
　
宏
司
71
、
袋
井
市
、

昭
和
大
大
学

院
、
県
医
理

事
・
副
会
長
。

熊
本
県
、
内
・

胃
腸
科
④

高
木
　
　
平
69
、牧
之
原
市
、

岩
手
医
大
、
榛

原
医
会
長
、
県

医
代
議
員
会
議

長
。
大
阪
府
、

内
科
③

滝
浪
　
　
實
60
、
磐
田
市
、

浜
松
医
大
、
浜

松
市
医
会
長
。

静
岡
県
、
循
・

内
・
外
科
③

袴
田
　
光
治
62
、
静
岡
市
、

東
京
医
大
、
静

岡
市
医
会
長
。

京
都
府
、
肛
・

消
・
整
・
外
科

②

赤
堀
　
彰
夫
70
、牧
之
原
市
、

群
馬
大
、
県
医

理
事
・
副
会

長
。
静
岡
県
、

産
婦
・
女
内
・

内
・
小
児
科
①

勝
呂
　
　
衛
68
、
沼
津
市
、

川
崎
医
大
、
沼

津
市
医
会
長
、

県
医
理
事
。
静

岡
県
、消
・
外
・

内
科
①

磯
部
　
俊
一
67
、富
士
市
、岡

山
大
、県
医
理

事
・
代
議
員
会

副
議
長
。山
口

県
、外
・
胃
・
内
・

整
形
外
科
①

池
田
　
正
見
63
、
沼
津
市
、

東
海
大
、
賀
茂

医
会
長
。
静
岡

県
、
内
・
外
・

胃
・
小
児
科
①

愛
知
県

20
名

伊
藤
　
宣
夫
71
、
豊
田
市
、

名
古
屋
市
立

大
、
県
医
副
会

長
・
代
議
員
会

議
長
。愛
知
県
、

内
科
⑧

柵
木
　
充
明
69
、名
古
屋
市
、

名
大
、
県
医
会

長
、日
医
理
事
。

愛
知
県
、
産
婦

人
科
⑧

杉
田
　
洋
一
68
、名
古
屋
市
、

日
大
、
県
医
副

会
長
・
代
議
員

会
議
長
。
愛
知

県
、
内
・
小
児

科
⑦

第1365号（6）



日 医 ニ ュ ー ス 〔第3種郵便物認可〕平成30年7月20日

加
藤
　
雅
通
58
、名
古
屋
市
、

東
海
大
、
名
古

屋
市
医
理
事
、

県
医
理
事
。
愛

知
県
、
外
・
乳

腺
外
科
⑤

大
輪
　
芳
裕
56
、名
古
屋
市
、

愛
知
医
大
、
県

医
理
事
。
愛
知

県
、
内
・
皮
・

消
化
器
内
科
④

城
　
　
義
政
67
、
稲
沢
市
、

名
古
屋
市
立
大
、

県
医
理
事
・
副

会
長
。
愛
知
県
、

外
・
胃
・
リ
ハ
科

④

野
口
　
良
樹
70
、
一
宮
市
、

名
古
屋
市
立

大
、
一
宮
市
医

会
長
、
県
医
監

事
。
愛
知
県
、

内
科
③

樋
口
　
俊
寛
67
、豊
川
市
、昭

和
大
、豊
川
市
医

顧
問
、県
医
理
事
。

愛
知
県
、外
・
肛
・

内
・
胃
・
循
・
皮
・

整
・
リ
ハ
科
③

野
田
　
正
治
65
、
瀬
戸
市
、

岩
手
医
大
、
瀬

戸
旭
医
会
長
、

県
医
理
事
。
愛

知
県
、
内
科
③

浅
井
　
清
和
63
、西
尾
市
、名

古
屋
保
健
衛
生

大
、西
尾
幡
豆
医

会
長
、県
医
理
事
。

愛
知
県
、内
・
呼
・

胃
・
小
児
科
②

服
部
　
達
哉
57
、名
古
屋
市
、順

天
堂
大
、名
古
屋

市
医
会
長
、県
医

代
議
員
会
議
長
。

愛
知
県
、
内
・
リ

ハ
・
神
経
内
科
③

権
田
　
隆
実
69
、
豊
橋
市
、

信
州
大
、
豊
橋

市
医
会
長
。
愛

知
県
、脳
・
外
・

内
科
②

樫
尾
　
富
二
68
、名
古
屋
市
、

岐
阜
大
、名
古
屋

市
千
種
区
医
会

長
、県
医
理
事
。

兵
庫
県
、内
・
小
・

消
化
器
内
科
②

山
根
　
則
夫
65
、名
古
屋
市
、名

古
屋
市
立
大
、名
古

屋
市
北
区
医
会
長
、

名
古
屋
市
医
副
会

長
。
兵
庫
県
、
内
・

外
・
整
形
外
科
①

野
村
　
直
孝
64
、
一
宮
市
、

埼
玉
医
大
、
一

宮
市
医
会
長
。

愛
知
県
、
内
・

外
・
消
化
器
内

科
①

細
川
　
秀
一
62
、名
古
屋
市
、名

古
屋
保
健
衛
生
大
、

名
古
屋
市
中
村
区

医
副
会
長
、県
医
理

事
。
福
井
県
、
内
・

外
・
循
環
器
科
①

花
井
　
俊
典
61
、
半
田
市
、

名
古
屋
保
健
衛

生
大
、
半
田
市

医
会
長
。
愛
知

県
、
泌
・
内
科

①

加
藤
　
政
隆
60
、名
古
屋
市
、

名
大
、
名
古
屋

市
医
理
事
・
副

会
長
。愛
知
県
、

内
・
胃
・
外
・

整
・
リ
ハ
科
①

足
立
　
昌
由
59
、名
古
屋
市
、

日
大
、名
古
屋
市

千
種
区
医
会
長
、

名
古
屋
市
医
副
会

長
。愛
知
県
、内
・

循
・
小
児
科
①

田
那
村
　
收
58
、
岡
崎
市
、

愛
知
医
大
、
岡

崎
市
医
理
事
。

愛
知
県
、
呼
・

胃
・
内
・
外
科

①

三
重
県

５
名

青
木
　
重
孝
72
、
桑
名
市
、

名
大
、
県
医
会

長
、
日
医
常
任

理
事
・
理
事
。

三
重
県
、
外
科

⑥

二
井
　
　
栄
66
、
鈴
鹿
市
、
三

重
大
大
学
院
、
鈴

鹿
市
医
副
会
長
、

県
医
常
任
理
事
・

副
会
長
。
三
重

県
、
産
婦
人
科
③

馬
岡
　
　
晋
63
、
伊
賀
市
、

杏
林
大
、
県
医

理
事
・
常
任
理

事
。
三
重
県
、

内
科
③

中
村
　
康
一
69
、
志
摩
市
、

名
古
屋
保
健
衛

生
大
、
県
医
理

事
・
常
任
理

事
。
三
重
県
、

内
科
②

橋
上
　
　
裕
68
、
伊
勢
市
、

日
大
、
伊
勢
地

区
医
理
事
、
県

医
理
事
。
三
重

県
、
内
科
②

滋
賀
県

３
名

小
串
　
輝
男
73
、
東
近
江
市
、

京
大
大
学
院
、

県
医
副
会
長
・

代
議
員
会
議
長
。

岐
阜
県
、内・小・

放
射
線
科
⑤

小
西
　
　
眞
69
、近
江
八
幡

市
、関
西
医
大
大

学
院
、
県
医
理

事
・
副
会
長
。
滋

賀
県
、
内
・
外
・

胃
・
放
射
線
科
①

髙
橋
健
太
郎
66
、
大
津
市
、

鳥
取
大
大
学

院
、
県
医
理

事
・
副
会
長
。

大
分
県
、
女
性

診
療
科
①

京
都
府

７
名

松
井
　
道
宣
60
、
京
都
市
、

兵
庫
医
大
、
府

医
副
会
長
・
会

長
。
京
都
府
、

内
科
⑤

北
川
　
　
靖
60
、
京
都
市
、

大
阪
医
大
、
府

医
理
事
・
副
会

長
。
京
都
府
、

内
科
⑥

城
守
　
国
斗
61
、
京
都
市
、

新
潟
大
、
府
医

理
事
・
副
会

長
。
京
都
府
、

精
・
心
内
・
整

形
外
科
③

濱
島
　
高
志
61
、
京
都
市
、

京
都
府
立
医

大
、
府
医
理

事
・
副
会
長
。

京
都
府
、
外
・

内
・
小
児
科
①

内
田
　
寛
治
59
、
京
都
市
、

兵
庫
医
大
、
府

医
理
事
。
京
都

府
、
整
・
リ
ハ

科
①

小
野
　
晋
司
58
、
京
都
市
、

京
大
、
府
医
理

事
。
京
都
府
、

腎
臓
内
科
⑤

大
藪
　
　
博
71
、
京
都
市
、

大
阪
医
大
、
府

医
理
事
・
代
議

員
会
議
長
。
京

都
府
、
内
・
小

児
科
②

大
阪
府

33
名

茂
松
　
茂
人
66
、
茨
木
市
、

大
阪
医
大
、
府

医
副
会
長
・
会

長
。
大
阪
府
、

整・リ
ハ
・
外
・

リ
ウ
マ
チ
科
⑦

上
田
真
喜
子
68
、
大
阪
市
、

千
葉
大
、
大
阪

市
大
医
副
会

長
、府
医
理
事
。

秋
田
県
、
病
理

学
⑤

澤
　
　
芳
樹
62
、
吹
田
市
、

阪
大
、
吹
田
市

医
理
事
、
府
医

副
会
長
。
大
阪

府
、
心
臓
血
管

外
科
⑤

木
下
　
利
彦
61
、
枚
方
市
、

関
西
医
大
、
関

西
医
大
医
副
会

長
・
会
長
。
大

阪
府
、
精
神
神

経
科
⑤

中
尾
　
正
俊
65
、
大
阪
市
、

神
戸
大
、
府
医

理
事
・
副
会

長
。
愛
知
県
、

内
・
小
・
胃
・
循

環
器
科
⑤

高
井
　
康
之
66
、
豊
中
市
、

阪
大
、
府
医
理

事
・
副
会
長
。

大
阪
府
、
内
・

循
・
消
化
器
科

⑤

樋
上
　
　
忍
79
、
堺
市
、
大

阪
市
立
大
、
府

医
理
事
・
監

事
・
代
議
員
会

議
長
。大
阪
府
、

小
児
科
⑨

小
谷
　
　
泰
78
、
吹
田
市
、
大

阪
医
大
、
吹
田
市

医
会
長
、
府
医
代

議
員
会
議
長
。
福

井
県
、
小
・
内
・
皮

膚
科
⑤

乾
　
　
治
郎
73
、
和
泉
市
、

和
歌
山
県
立
医

大
、
府
医
理

事
・
監
事
。
大

阪
府
、内
・
消
・

循
環
器
科
⑤

北
村
　
俊
雄
75
、
大
阪
市
、
和

歌
山
県
立
医
大
、

都
島
区
医
会
長
、

府
医
監
事
。大
阪

府
、
内
・
神
・
呼

吸
器
科
⑤

巽
　
　
壽
一
75
、
大
阪
市
、

和
歌
山
県
立
医

大
、
東
淀
川
区

医
副
会
長
・
会

長
。大
阪
府
、外
・

リ
ハ
・
胃
腸
科
⑤

田
中
　
孝
二
70
、
茨
木
市
、

大
阪
医
大
、
茨

木
市
医
副
会

長
・
会
長
。
大

阪
府
、内
・
消
・

循
環
器
科
⑤

山
田
　
晃
久
73
、
松
原
市
、

神
戸
大
、
松
原

市
医
副
会
長
・

会
長
。大
阪
府
、

内
科
⑥

武
井
　
公
雄
74
、泉
佐
野
市
、

大
阪
医
大
、
泉

佐
野
泉
南
医
副

会
長
・
会
長
。

大
阪
府
、
内
・

循
・
胃
腸
科
⑤

井
口
　
和
彦
71
、
大
阪
市
、
関

西
医
大
、
旭
区
医

会
長
、
府
医
代
議

員
会
副
議
長
。
大

阪
府
、
内
・
消
・
循

環
器
科
⑤

秋
田
　
光
彦
77
、
守
口
市
、

関
西
医
大
、
守

口
市
医
会
長
、

府
医
国
保
理

事
。
大
阪
府
、

内
・
小
児
科
⑥

豊
田
　
紘
生
76
、
大
阪
市
、

神
戸
医
大
、
淀

川
区
医
会
長
・

監
事
。大
阪
府
、

外
・
胃
・
整
形

外
科
⑤

生
野
　
弘
道
74
、
守
口
市
、

大
阪
市
立
大
、

守
口
市
医
副
会

長
・
会
長
。
大

阪
府
、
脳
神
経

外
科
⑤

岡
原
　
　
猛
72
、
堺
市
、
大
阪

市
立
大
、堺
市
医

会
長
、
府
医
代
議

員
会
議
長
。
大
阪

府
、
内
・
小
・
皮

膚
科
④

米
田
　
　
博
63
、
高
槻
市
、

大
阪
医
大
、
大

阪
医
大
医
副
会

長
・
会
長
。
香

川
県
、
精
神
科

④

塩
田
　
正
明
72
、泉
大
津
市
、

阪
大
、
泉
大
津

市
医
会
長
・
監

事
。
香
川
県
、

内
科
④

末
澤
　
慶
昭
77
、
大
阪
市
、

大
阪
医
大
、
北

区
医
会
長
・
監

事
。
京
都
府
、

内
・
消
・
放
射

線
科
③

上
辻
　
浩
夫
76
、豊
中
市
、神

戸
医
大
、
豊
中

市
医
副
会
長
・

会
長
。奈
良
県
、

内
・
ペ
イ
ク
リ

ニ
ッ
ク
内
科
③

朝
日
　
輝
男
68
、東
大
阪
市
、

岐
阜
大
、
布
施

医
副
会
長
・
会

長
。
大
阪
府
、

内
・
消
・
循
環

器
科
③

津
森
　
孝
生
67
、東
大
阪
市
、

和
歌
山
県
立
医

大
、
河
内
医
副

会
長
・
会
長
。

大
阪
府
、内・整・

外
・
リ
ハ
科
③

白
江
　
淳
郎
66
、藤
井
寺
市
、

大
阪
医
大
、
藤

井
寺
市
医
副
会

長
・
会
長
。
大

阪
府
、内
・
麻
・

小
児
科
③

加
納
　
康
至
64
、大
阪
市
、神

戸
大
、
北
区
医

副
会
長
、
府
医

理
事
・
副
会
長
。

愛
知
県
、
内
・

循
環
器
科
③

阪
本
　
　
栄
62
、
大
阪
狭
山

市
、川
崎
医
大
、

大
阪
狭
山
市
医

理
事
、
府
医
理

事
。
大
阪
府
、

精
神
科
③

増
田
　
　
博
61
、
羽
曳
野
市
、

大
阪
市
立
大
、

羽
曳
野
市
医
副

会
長
・
会
長
。大

阪
府
、整
・
リ
ハ
・

リ
ウ
マ
チ
科
③

栗
山
　
隆
信
62
、
三
島
郡
、

神
戸
大
、
高
槻

市
医
副
会
長
、

府
医
理
事
。
兵

庫
県
、
内
・
呼

吸
器
科
②

上
野
　
　
豊
68
、
茨
木
市
、

大
阪
医
大
、
茨

木
市
医
会
長
。

大
阪
府
、
内
・

小
・
神
経
内
科

①

福
田
　
寛
二
61
、
大
阪
狭
山

市
、
近
畿
大
、

府
医
理
事
。
大

阪
府
、
整
・
リ

ハ
科
①

福
島
　
若
葉
44
、
大
阪
市
、

大
阪
市
立
大
大

学
院
。
和
歌
山

県
、
公
衆
衛
生

学
①

兵
庫
県

18
名

空
地
　
顕
一
62
、
姫
路
市
、

京
大
、
県
医
常

任
理
事
・
会

長
。
兵
庫
県
、

内
・
リ
ウ
マ
チ

科
⑥

足
立
　
光
平
68
、加
古
川
市
、

岡
山
大
、
県
医

常
任
理
事
・
副

会
長
。兵
庫
県
、

内
・
リ
ハ
・
小

児
科
⑦

杦
本
　
欣
也
73
、
西
宮
市
、

大
阪
市
立
大
、

県
医
常
任
理

事
・
副
会
長
。

大
阪
府
、
整
形

外
科
⑤

松
本
　
　
卓
62
、
神
戸
市
、

近
畿
大
、
県
医

常
任
理
事
・
副

会
長
。兵
庫
県
、

内
・
循
環
器
内

科
④

置
塩
　
　
隆
68
、
神
戸
市
、

徳
島
大
、
神
戸

市
医
会
長
、
県

医
理
事
。
兵
庫

県
、
内
・
循
環

器
科
⑦

橋
本
　
　
寛
65
、
明
石
市
、

神
戸
大
大
学

院
、県
医
理
事・

常
任
理
事
。
京

都
府
、
小
・
ア

レ
ル
ギ
ー
科
④

岡
田
　
　
究
71
、
姫
路
市
、

神
戸
大
、
県
医

常
任
理
事
・
代

議
員
会
副
議
長
。

兵
庫
県
、内
・
胃
・

呼
吸
器
科
③

高
　
　
義
雄
70
、
芦
屋
市
、

阪
大
、
芦
屋
市

医
会
長
。
兵
庫

県
、
内
・
循
環

器
内
科
③

常
岡
　
　
豊
64
、
伊
丹
市
、

京
都
府
立
医

大
、
伊
丹
市
医

会
長
。兵
庫
県
、

内
科
②

大
江
与
喜
子
64
、
西
宮
市
、

兵
庫
医
大
、
西

宮
市
医
会
長
、

県
医
代
議
員
会

議
長
。兵
庫
県
、

内
科
②

北
村
　
嘉
章
61
、
姫
路
市
、

神
戸
大
、
県
医

理
事
・
常
任
理

事
。
大
阪
府
、

漢
方
内
・
内
科

②

山
本
　
一
郎
60
、
姫
路
市
、

川
崎
医
大
、
姫

路
市
医
会
長
。

岡
山
県
、
内
科

②

白
　
　
鴻
泰
64
、
神
戸
市
、

川
崎
医
大
、
神

戸
市
医
副
会

長
。
兵
庫
県
、

内
・
循
環
器
科

①

花
田
　
　
進
63
、
神
戸
市
、

神
戸
大
、
県
医

理
事
・
常
任
理

事
。
大
阪
府
、

精
・
心
療
内
科

①

近
藤
　
誠
宏
63
、
神
戸
市
、

福
島
県
立
医

大
、
神
戸
市
医

副
会
長
。
兵
庫

県
、
循
・
内
科

①

東
　
　
文
造
63
、
尼
崎
市
、

大
阪
医
大
、
尼

崎
市
医
副
会

長
。
大
阪
府
、

整
・
リ
ウ
マ
チ

科
①

栗
田
　
義
博
63
、
宝
塚
市
、

金
沢
大
、
宝
塚

市
医
会
長
。
大

阪
府
、
外
・
整

形
外
科
①

坂
本
　
泰
三
63
、加
東
市
、獨

協
医
大
、
小
野

市
・
加
東
市
医
理

事
、県
医
理
事
。

兵
庫
県
、内
・
消
・

糖
尿
病
内
科
①

奈
良
県

４
名

清
水
　
正
人
56
、
倉
吉
市
、

慈
恵
医
大
、
県

医
常
任
理
事
・

副
会
長
。
鳥
取

県
、
整
形
外
科

③

平
松
　
恵
一
77
、
広
島
市
、

広
島
大
、
県
医

常
任
理
事
・
会

長
。
広
島
県
、

整
形
外
科
⑥

安
東
　
範
明
57
、橿
原
市
、奈

良
県
立
医
大
、橿

原
地
区
医
副
会

長
、
県
医
副
会

長
。静
岡
県
、内
・

神
・
リ
ハ
科
①

島
根
県

２
名

菅
田
　
　
巖
71
、
安
芸
郡
、

広
島
大
、
安
芸

地
区
医
会
長
、

県
医
理
事
。
広

島
県
、
整
形
外

科
②

竹
村
　
惠
史
70
、北
葛
城
郡
、

名
大
、
県
医
理

事
・
副
会
長
。

奈
良
県
、
内
・

小
児
科
④

森
本
　
紀
彦
72
、
松
江
市
、

京
大
、
県
医
常

任
理
事
・
会

長
。
島
根
県
、

産
婦
人
科
①

豊
田
　
秀
三
69
、
呉
市
、
大
阪

医
大
、
呉
市
医

会
長
、
県
医
副

会
長
。
広
島
県
、

内
・
胃
・
リ
ハ
・

放
射
線
科
⑦

田
北
　
武
彦
74
、大
和
郡
山
市
、

奈
良
県
立
医
大
、

大
和
郡
山
市
医
会

長
、県
医
代
議
員

会
議
長
。大
分
県
、

整
形
外
科
①

山
崎
　
一
成
78
、
江
津
市
、

東
邦
大
、
県
医

常
任
理
事
・
副

会
長
。島
根
県
、

内
科
③

桑
原
　
正
雄
71
、
広
島
市
、

昭
和
大
、
広
島

市
医
副
会
長
、

県
医
副
会
長
。

広
島
県
、
内
科

①

広
岡
　
孝
雄
70
、奈
良
市
、関

西
医
大
、奈
良

市
医
会
長
、県

医
会
長
。奈
良

県
、外
・
内
・
皮
・

泌
尿
器
科
①

岡
山
県

６
名

津
谷
　
隆
史
63
、
広
島
市
、

昭
和
大
、
県
医

常
任
理
事
、
副

会
長
。広
島
県
、

内
・
呼
・
リ
ハ
・

放
射
線
科
①

和
歌
山
県

４
名

松
山
　
正
春
74
、
岡
山
市
、

岡
山
大
、
県
医

副
会
長
・
会

長
。
京
都
府
、

外
科
③

水
野
　
正
晴
64
、広
島
市
、広

島
大
、安
芸
地
区

医
副
会
長
、県
医

常
任
理
事
。
広

島
県
、皮
・
ア
レ

ル
ギ
ー
科
②

寺
下
　
浩
彰
70
、
和
歌
山
市
、

和
歌
山
県
立
医
大
、

県
医
会
長
、
日
医

理
事
。
和
歌
山
県
、

整
・
リ
ハ
・
放
・
リ
ウ

マ
チ
科
⑦

清
水
　
信
義
78
、
岡
山
市
、

岡
山
大
、
県
医

理
事
・
副
会

長
。
岡
山
県
、

外
科
⑤

小
林
　
正
夫
64
、
広
島
市
、

広
島
大
、
広
島

大
医
会
長
、
県

医
常
任
理
事
。

鳥
取
県
、
小
児

科
②

平
石
　
英
三
66
、和
歌
山
市
、

和
歌
山
県
立
医

大
、
県
医
理

事
・
副
会
長
。

大
阪
府
、
小
児

科
②

大
原
　
利
憲
71
、
岡
山
市
、

岡
山
大
、
県
医

理
事
・
副
会

長
。
岡
山
県
、

外
科
①

松
村
　
　
誠
68
、
広
島
市
、

広
島
大
、
広
島

市
医
会
長
、
県

医
理
事
・
副
会

長
。
広
島
県
、

循
・
内
・
外
科
⑦

上
林
雄
史
郎
71
、和
歌
山
市
、

和
歌
山
県
立
医

大
、県
医
理
事
・

副
会
長
。
満
州

国
、
神
・
内
・

リ
ハ
科
②

神
㟢
　
寛
子
60
、
岡
山
市
、

川
崎
医
大
、
県

医
理
事
・
専
務

理
事
。岡
山
県
、

皮
膚
科
③

塩
路
　
信
人
73
、御
坊
市
、和
歌

山
県
立
医
大
、日
高

医
会
長
、県
医
代
議

員
会
議
長
。
和
歌

山
県
、
放
・
小
・
循
・

呼
・
消
・
内
科
①

内
田
耕
三
郎
65
、
岡
山
市
、

東
京
医
大
、
岡

山
市
医
会
長
、

県
医
理
事
。
岡

山
県
、
内
・
小

児
科
①

鳥
取
県

２
名

武
田
　
正
彦
71
、
苫
田
郡
、

久
留
米
大
、
苫

田
郡
医
会
長
、

県
医
代
議
員
会

議
長
。岡
山
県
、

内
科
①

渡
辺
　
　
憲
63
、
鳥
取
市
、

東
大
、
県
医
副

会
長
・
会
長
。

鳥
取
県
、
精
神

科
④

広
島
県

12
名

（7）第1365号
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吉
川
　
正
哉
65
、広
島
市
、順

天
堂
大
、安
佐

医
会
長
、県
医

理
事
・
副
会
長
。

広
島
県
、内
・
消

化
器
内
科
③

玉
木
　
正
治
56
、
呉
市
、
日

大
、
呉
市
医
会

長
、県
医
理
事
。

広
島
県
、
産
婦

人
科
①

児
玉
　
雅
治
48
、
福
山
市
、

岡
山
大
、
福
山

市
医
会
長
、
県

医
理
事
。
広
島

県
、
肛
・
消
・

外
科
①

楠
部
　
　
滋
67
、
東
広
島
市
、

広
島
大
大
学
院
、

東
広
島
地
区
医

会
長
。
広
島
県
、

内
・
小
・
呼
・
消
・

リ
ハ
科
①

山
口
県

５
名

林
　
　
弘
人
60
、
宇
部
市
、

山
口
大
大
学

院
、
県
医
専
務

理
事
・
副
会

長
。
大
阪
府
、

外
科
②

今
村
　
孝
子
68
、
山
口
市
、

山
口
大
、
県
医

常
任
理
事
・
副

会
長
。山
口
県
、

内
・
精
神
科
①

加
藤
　
智
栄
63
、
宇
部
市
、

山
口
大
、
県
医

常
任
理
事
・
専

務
理
事
。
石
川

県
、
外
科
②

沖
中
　
芳
彦
62
、
宇
部
市
、

山
口
大
、
県
医

理
事
・
常
任
理

事
。
山
口
県
、

耳
鼻
咽
喉
科
①

中
村
　
　
洋
63
、
山
口
市
、

山
口
大
、
県
医

理
事
・
常
任
理

事
。
山
口
県
、

放
射
線
科
①

徳
島
県

４
名

齋
藤
　
義
郎
73
、
鳴
門
市
、

徳
島
大
、
県
医

常
任
理
事
・
会

長
。
徳
島
県
、

整
・
リ
ハ
・
リ

ウ
マ
チ
科
④

木
下
　
成
三
63
、
徳
島
市
、

川
崎
医
大
、
県

医
常
任
理
事
・

副
会
長
。
徳
島

県
、
内
科
⑤

今
井
　
義
礼
71
、
徳
島
市
、

大
阪
医
大
、
県

医
常
任
理
事
・

副
会
長
。
徳
島

県
、
耳
鼻
咽
喉

科
①

森
　
　
俊
明
60
、徳
島
市
、自

治
医
大
、
徳
島

市
医
常
任
理
事
、

県
医
常
任
理
事
。

徳
島
県
、
外
・

肛
門
外
科
④

香
川
県

４
名

久
米
川
　
啓
64
、
高
松
市
、

東
京
医
大
、
県

医
会
長
、
日
医

理
事
。香
川
県
、

外
・
消
化
器
外

科
②

小
西
　
久
典
68
、
木
田
郡
、

山
口
大
、
県
医

常
任
理
事
・
副

会
長
。香
川
県
、

耳
鼻
咽
喉
科
③

若
林
　
久
男
59
、
高
松
市
、

愛
媛
大
、
県
医

常
任
理
事
。
香

川
県
、
外
科
①

神
内
　
　
仁
71
、
高
松
市
、

山
口
大
、
県
医

理
事
・
代
議
員

会
議
長
。
香
川

県
、
小
児
科
②

愛
媛
県

６
名

久
野
　
梧
郎
73
、松
山
市
、徳

島
大
、
県
医
会

長
、日
医
理
事
・

代
議
員
会
議
長
。

愛
媛
県
、
内
・

呼
・
胃
腸
科
⑩

村
上
　
　
博
60
、
松
山
市
、

順
天
堂
大
、
松

山
市
医
会
長
、

県
医
会
長
。
福

岡
県
、
循
環
器

内
科
④

相
原
　
忠
彦
66
、
松
山
市
、

杏
林
大
、
県
医

理
事
・
常
任
理

事
。
愛
媛
県
、

整
形
外
科
①

大
橋
　
勝
英
74
、新
居
浜
市
、

岐
阜
大
、
新
居

浜
市
医
会
長
、

県
医
副
会
長
。

大
阪
府
、
胃
・

肛
・
外
科
④

渡
邊
　
良
平
64
、
松
山
市
、

金
沢
大
、
県
医

常
任
理
事
。
愛

媛
県
、
外
科
③

清
水
　
久
和
70
、八
幡
浜
市
、

昭
和
大
、
八
幡

浜
医
会
長
、
県

医
理
事
。
愛
媛

県
、
外
・
内
科

①

高
知
県

３
名

岡
林
　
弘
毅
75
、
高
知
市
、

群
馬
大
、
県
医

副
会
長
・
会

長
。
高
知
県
、

消
・
内
・
外
科

④

野
並
　
誠
二
63
、
高
知
市
、

帝
京
大
、
高
知

市
医
会
長
、
県

医
副
会
長
。
高

知
県
、
整
形
科

①

島
本
　
政
明
73
、
高
知
市
、

日
医
大
、
県
医

常
任
理
事
・
代

議
員
会
議
長
。

高
知
県
、内・消・

胃
腸
科
内
科
④

福
岡
県

18
名

松
田
峻
一
良
70
、
福
岡
市
、

聖
マ
医
大
、
県

医
会
長
。
福
岡

県
、
耳
鼻
咽
喉

科
⑥

下
河
邉
智
久
72
、北
九
州
市
、

久
留
米
大
、
北

九
州
市
医
会

長
、県
医
理
事
。

熊
本
県
、
外
科

⑥

植
田
清
一
郎
70
、
筑
後
市
、

久
留
米
大
、
八

女
筑
後
医
会

長
、
県
医
常
任

理
事
。福
岡
県
、

精
神
科
⑤

蓮
澤
　
浩
明
70
、大
牟
田
市
、

久
留
米
大
、
大

牟
田
医
会
長
、

県
医
副
会
長
。

福
岡
県
、
精
神

科
⑤

杉
　
　
健
三
70
、大
牟
田
市
、

久
留
米
大
、
大

牟
田
医
会
長
、

県
医
理
事
。
福

岡
県
、
循
環
器

内
科
②

寺
澤
　
正
壽
69
、
福
岡
市
、

久
留
米
大
、
県

医
常
任
監
事
、

常
任
理
事
。
福

岡
県
、
内
科
①

上
野
　
道
雄
68
、
古
賀
市
、

九
大
、
県
医
理

事
・
副
会
長
。

福
岡
県
、
内
・

循
環
器
科
⑤

寺
坂
　
礼
治
68
、
福
岡
市
、

九
大
大
学
院
、

福
岡
市
医
理

事
・
副
会
長
。

福
岡
県
、
一
般

外
科
②

長
柄
　
　
均
68
、
福
岡
市
、

金
沢
大
、
福
岡

市
医
副
会
長
・

会
長
。岐
阜
県
、

内
科
⑤

平
田
　
泰
彦
65
、
福
岡
市
、

九
大
、
福
岡
市

医
理
事
・
副
会

長
。
福
岡
県
、

内
科
③

宇
野
　
卓
也
64
、北
九
州
市
、

福
岡
大
、
北
九

州
市
小
倉
医
会

長
、県
医
監
事
。

福
岡
県
、
内
科

②

穴
井
　
堅
能
64
、北
九
州
市
、

福
岡
大
、北
九
州

市
八
幡
医
会
長
、

北
九
州
市
医
専

務
理
事
。
熊
本

県
、循
環
器
科
①

瀬
戸
　
裕
司
63
、大
野
城
市
、

名
古
屋
保
健
衛

生
大
、県
医
常
任

理
事
・
専
務
理

事
。三
重
県
、精
・

心
療
内
科
②

金
㟢
　
幹
人
62
、北
九
州
市
、

川
崎
医
大
、北
九

州
市
若
松
区
医
会

長
、北
九
州
市
医

監
事
。佐
賀
県
、耳

鼻
咽
喉
科
②

石
橋
　
正
彦
62
、大
宰
府
市
、

久
留
米
大
、
筑

紫
医
会
長
。
福

岡
県
、
精
・
内

科
②

松
浦
　
尚
志
61
、
飯
塚
市
、

熊
本
大
、
飯
塚

医
会
長
。
福
岡

県
、
内
科
①

酒
井
　
　
良
60
、
大
川
市
、

獨
協
医
大
、
大

川
三
潴
医
会

長
。
福
岡
県
、

小
児
科
①

堤
　
　
康
博
54
、北
九
州
市
、

久
留
米
大
、
県

医
専
務
理
事
・

副
会
長
。
福
岡

県
、
精
神
科
④

佐
賀
県

３
名

池
田
　
秀
夫
75
、
佐
賀
市
、

久
留
米
大
、
県

医
副
会
長
・
会

長
。
佐
賀
県
、

内
科
⑦

松
永
　
啓
介
69
、
佐
賀
市
、

久
留
米
大
、
県

医
常
任
理
事
・

副
会
長
。
佐
賀

県
、
精
神
科
⑥

志
田
　
正
典
62
、
佐
賀
市
、

久
留
米
大
、
県

医
常
任
理
事
・

専
務
理
事
。
佐

賀
県
、
内
科
②

長
崎
県

７
名

森
崎
　
正
幸
69
、
長
崎
市
、

長
崎
大
、
県
医

副
会
長
・
会

長
。
長
崎
県
、

産
婦
人
科
①

前
村
　
浩
二
57
、
長
崎
市
、

東
大
、
長
崎
大

医
理
事
。
鹿
児

島
県
、
循
環
器

内
科
③

小
森
　
清
和
68
、
長
崎
市
、

長
崎
大
、
長
崎

市
医
会
長
、
県

医
理
事
。
長
崎

県
、
内
科
②

朝
長
　
昭
光
68
、
大
村
市
、

長
崎
大
、
大
村

市
医
会
長
、
県

医
理
事
。
長
崎

県
、
内
科
②

釣
船
　
崇
仁
61
、
長
崎
市
、

長
崎
大
、
県
医

常
任
理
事
・
副

会
長
。長
崎
県
、

外
科
①

宮
原
　
明
夫
63
、佐
世
保
市
、

鹿
児
島
大
、
佐

世
保
市
医
副
会

長
、県
医
理
事
。

長
崎
県
、
精
神

科
①

髙
尾
　
雅
巳
56
、
島
原
市
、

杏
林
大
、
島
原

市
医
会
長
。
長

崎
県
、
循
環
器

内
科
①

熊
本
県

７
名

福
田
　
　
稠
72
、
熊
本
市
、

久
留
米
大
、
県

医
会
長
、
日
医

理
事
。熊
本
県
、

産
婦
人
科
⑧

坂
本
不
出
夫
68
、
水
俣
市
、

慈
恵
医
大
、
県

医
理
事
・
副
会

長
。
熊
本
県
、

外
・
消
化
器
科

④

平
山
　
晴
章
68
、
玉
名
市
、

熊
本
大
、
玉
名

郡
市
医
会
長
、

県
医
代
議
員
会

議
長
。熊
本
県
、

耳
鼻
科
②

園
田
　
　
寛
64
、
熊
本
市
、

熊
本
大
、
熊
本

市
医
会
長
。
熊

本
県
、
脳
神
経

外
科
①

水
足
秀
一
郎
60
、
山
鹿
市
、

川
崎
医
大
、
県

医
理
事
・
副
会

長
。
熊
本
県
、

内
・
消
化
器
内

科
①

金
澤
　
知
徳
68
、
熊
本
市
、

久
留
米
大
、
県

医
理
事
・
副
会

長
。
熊
本
県
、

循
環
器
内
科
①

谷
原
　
秀
信
57
、
熊
本
市
、

京
大
、
熊
本
大

医
会
長
、
県
医

理
事
。大
阪
府
、

眼
科
①

大
分
県

５
名

近
藤
　
　
稔
77
、
大
分
市
、

東
大
、
県
医
副

会
長
・
会
長
、

日
医
理
事
。
熊

本
県
、
整
形
外

科
⑨

織
部
　
和
宏
70
、
大
分
市
、

神
戸
大
、
県
医

常
任
理
事
・
副

会
長
。大
分
県
、

内
科
④

河
野
　
幸
治
64
、
別
府
市
、

川
崎
医
大
、
別

府
市
医
理
事
・

会
長
、
県
医
副

会
長
。大
分
県
、

小
児
科
②

松
岡
幸
一
郎
71
、
別
府
市
、

九
大
、
県
医
代

議
員
会
議
長
。

熊
本
県
、
産
婦

人
科
⑥

山
本
　
貴
弘
62
、
大
分
市
、

熊
本
大
、
大
分

市
医
理
事
・
副

会
長
。大
分
県
、

皮
膚
科
①

宮
崎
県

４
名

河
野
　
雅
行
73
、
宮
崎
市
、

鹿
児
島
大
、
県

医
副
会
長
・
会

長
。
宮
崎
県
、

リ
ハ
・
整
形
外

科
⑥

濱
田
　
政
雄
70
、
宮
崎
市
、

鹿
児
島
大
、
県

医
常
任
理
事
・

副
会
長
。
宮
崎

県
、
産
婦
人
科

③

山
村
　
善
教
68
、宮
崎
市
、熊

本
大
、宮
崎
市

郡
医
副
会
長
、

県
医
副
会
長
。

宮
崎
県
、
神
・

内
・
リ
ハ
科
①

吉
田
　
建
世
61
、延
岡
市
、東

京
医
大
、延
岡

市
医
会
長
、県

医
常
任
理
事
。

宮
崎
県
、
精
神

科
②

鹿
児
島
県

８
名

池
田
　
琢
哉
71
、鹿
児
島
市
、

日
医
大
、
県
医

会
長
、
日
医
理

事
。鹿
児
島
県
、

小
児
科
⑩

野
村
　
秀
洋
74
、鹿
児
島
市
、

鹿
児
島
大
、
県

医
常
任
理
事
・

副
会
長
。
山
口

県
、
外
科
⑤

林
　
　
芳
郎
62
、姶
良
地
区
、獨

協
医
大
、県
医
理
事
・

常
任
理
事
・
副
会
長
。

鹿
児
島
県
、内
・
消
・

小
・
循
・
神
・
リ
ハ
・

放
・
呼
吸
器
内
科
③

鉾
之
原
大
助
60
、
薩
摩
郡
、

久
留
米
大
、
県

医
理
事
・
常
任

理
事
・
副
会

長
。鹿
児
島
県
、

リ
ハ
・
外
科
④

黒
木
　
康
文
58
、阿
久
根
市
、

東
海
大
、
県
医

理
事
・
常
任
理

事
。
宮
崎
県
、

消
・
内
・
外
科

①

鹿
島
　
直
子
79
、鹿
児
島
市
、

鹿
児
島
大
、
県

医
理
事
・
常
任

理
事
。
鹿
児
島

県
、
耳
鼻
咽
喉

科
③

牧
角
　
寛
郎
63
、
枕
崎
市
、
聖

マ
医
大
、
枕
崎
市

医
会
長
、
県
医
常

任
理
事
。
鹿
児
島

県
、消
・
呼
・
循
・
肛
・

放
・
麻
・
内
・
外
科
③

上
ノ
町
　
仁
57
、鹿
児
島
市
、

熊
本
大
、
鹿
児

島
市
医
会
長
、

県
医
代
議
員
会

議
長
。
鹿
児
島

県
、
内
科
①

沖
縄
県

5
名

安
里
　
哲
好
67
、
那
覇
市
、

山
口
大
、
県
医

副
会
長
・
会

長
。
沖
縄
県
、

内
科
⑤

宮
里
　
善
次
69
、う
る
ま
市
、

愛
知
医
大
、
県

医
常
任
理
事
・

副
会
長
。
沖
縄

県
、
小
児
科
②

宮
里
　
達
也
67
、
名
護
市
、

阪
大
、
県
医
常

任
理
事
・
副
会

長
。
沖
縄
県
、

内
科
①

稲
田
　
隆
司
62
、
那
覇
市
、

岐
阜
大
、
県
医

理
事
・
常
任
理

事
。
沖
縄
県
、

精
・
心
療
内
科

②

白
井
　
和
美
62
、
那
覇
市
、

京
都
府
立
医

大
、
那
覇
市
医

理
事
、
県
医
理

事
。
兵
庫
県
、

内
科
①

第1365号（8）
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財
務
委
員
会

       

委
員
長
、副
委
員
長
を
選
出

大輪芳裕代議員（愛知県）からの「医療勤務環境改善支援センター」の
在り方に関する日医の見解を問う質問には、松本常任理事が回答した。
同常任理事は、本センターが医師の勤務環境改善に十分取り組めていな
い原因として、「社会保険労務士が院長等と直接話ができていない」「労務
管理に関する予算が少ない」等を挙げた上で、「労務管理など医師の勤務
環境改善には本センターの取り組みが不可欠であり、また、地域医療支援
センターとの連携が必要」との考えを示すとともに、今国会に提出されて
いる改正医療法においても本センターと地域医療支援センターの連携が義
務づけられているとした。
また、日医の主催で設置した「医師の働き方検討会議」において、医師
と医療機関の多様性を踏まえ、柔軟に対応するための相談・支援を担う「第
三者機関」の設置が提案されていることを報告。本センターがその第三者
機関の中心を担うべきとの考えを示し、「その運営に関しては各都道府県
医師会が深く関わることが重要である」として、都道府県医師会に対して
積極的な関与を求めた。

健康寿命の算定方法の統一化を求める竹重王仁代議員（長野県）からの
質問には、羽鳥裕常任理事が回答した。
「健康」の定義については、疾病の有無、自立度、障害の程度、社会参
加の有無など、さまざまな切り口があり、それらの要素を総合的に判断し
て「健康寿命」を算定すべきであると指摘。現在示されている健康寿命の
算定方法で健康寿命の分析を行うのは不十分であるとした。
また、前期の公衆衛生委員会答申では、新たな健康の定義に基づく健康
寿命の算定方法として、①介護認定調査のデータを基にした65歳時の平
均自立余命という考え方を示している②6月15日に都道府県医師会予防・
健康づくり（公衆衛生）担当理事連絡協議会を開催し、都道府県版健康会
議の設置等、更なる予防・健康づくりの推進に対して協力を依頼した（本
紙第1364号既報）─こと等を報告。
その上で、同常任理事は、「健康、健康寿命の捉え方から今後の予防・
健康づくりの取り組みとその評価方法に至るまで、国民はもちろんのこと、
国や関係団体の共通の理解の下で実施されるよう、さまざまな場を通じて
主張していきたい」と述べ、更なる理解と協力を求めた。

永山雅之代議員（群馬県）からの現在のHPVワクチンに対する日医の
見解及び国への対応を問う質問には、釜萢常任理事が、日医としては
HPVワクチン接種後に見られた症状と接種に因果関係があることの明確
な根拠が示されていないことや諸外国を含む知見を総合的に判断し、接種
の積極的勧奨を再開すべきであるとの考えに至ったことを説明。厚労省が
作成（平成30年1月）したリーフレットを日医ホームページで公表するな
ど、啓発活動を行うことによって、国が同様の判断に至るよう働き掛けを
行っているとした。
その上で、「積極的勧奨の差し控えが続くことにより、諸外国に比べて
子宮頸がんの発生が著しく増加することは何としても避けなければならな
い」との考えを示し、再開に当たっては、科学的なエビデンスを踏まえな
がらしっかりと議論を積み上げることで、積極的な勧奨に向け国民の更な
る合意形成を目指していきたいとした。

伊藤伸一代議員（秋田県）からの診療報酬における算定要件に関わる研
修会の在り方についての質問には、松本常任理事が回答した。
同常任理事は、今回の診療報酬改定において創設された小児運動器疾患
指導管理料は、小児の運動器疾患に係る適切な研修を修了している常勤医
師が要件として規定され、この研修が日本整形外科学会が主催する「小児
運動器疾患指導管理医師セミナー」である旨が明確にされていることにつ
いて、「整形外科医が不在の地域もあり、学会員や整形外科医以外でも研
修できるよう、厚労省等に働き掛けを行っていく」と述べた。
また、中医協では、改定の影響を検証した上で次回改定で修正する流れ
が確立していることを説明。今回の改定で新設された診療報酬項目につい
ては、今後、医療現場への影響を注視して対応していくとするとともに、「会
内の社会保険診療報酬検討委員会においても、改定の評価や次回改定の要
望をまとめていることから、同委員会でも対応していきたい」と述べた。

医師の勤務環境改善における「医療勤務環境改善
支援センター」の在り方について健康寿命算定方法統一化について

HPVワクチンに関して診療報酬における算定要件に関わる研修会の
在り方について

811

710

個人質問個人質問

個人質問個人質問

濱島高志代議員（京都府）からの「骨太の方針2018」に対する日医の
見解を問う質問には、石川広己常任理事が、政府・与党に対し、社会保障
を持続可能とするための提言や過度な社会保障財源抑制施策への懸念につ
いて理解を求めてきた結果、最も大きな懸念事項であった「いわゆる医療
版マクロ経済スライドの導入」は、今回盛り込まれず、社会保障費の具体
的な数値目標も設定されなかったとした。
また、受診時定額負担については、昨年の「2017年末までに結論を得る」
から「検討する」という表現に後退したこと、後期高齢者の窓口負担、薬
剤自己負担については、記載がある一方、金融資産に応じた応能負担を推
進すべきとの日医の主張が取り入れられたことなどを説明した他、国民的
議論の醸成については5月30日の定例記者会見（本紙第1363号既報）で
日医の主張を説明したことを紹介。「社会保障の充実が国民不安を解消し、
経済の好循環をもたらすことへの理解を引き続き求めていく」とした。

「骨太の方針2018」に対する日医の見解を9
個人質問第

25
回
財
務
委
員
会
が
６
月
23
日
、

柵
木
充
明
代
議
員
会
議
長
、
池
田
秀
夫

代
議
員
会
副
議
長
、
今
村
聡
副
会
長
、

温
泉
川
梅
代
前
常
任
理
事
並
び
に
第
１

４
２
回
日
本
医
師
会
定
例
代
議
員
会
に

お
い
て
指
名
・
承
認
さ
れ
た
15
名
の
財

務
委
員
出
席
の
下
、
開
催
さ
れ
た
。

柵
木
代
議
員
会
議
長
が
本
財
務
委
員

会
は
成
立
し
て
い
る
旨
を
宣
し
た
後
、

委
員
長
・
副
委
員
長
の
互
選
に
入
り
、

委
員
長
に
は
前
期
に
引
き
続
き
宮
城
県

医
師
会
の
橋
本
省
委
員
が
、
副
委
員
長

に
は
富
山
県
医
師
会
の
馬
瀬
大
助
委
員

が
そ
れ
ぞ
れ
選
ば
れ
た
。

引
き
続
き
、
橋
本
委
員
長
が
、
平
成

29
年
度
日
本
医
師
会
決
算
案
に
つ
い

て
、
５
月
８
日
に
開
催
し
た
財
務
委
員

会
で
慎
重
に
審
査
を
行
い
、
原
案
が
適

正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
旨
、報
告
。

そ
の
内
容
を
橋
本
委
員
長
か
ら
代
議
員

会
に
報
告
す
る
こ
と
と
し
て
、
委
員
会

は
閉
会
と
な
っ
た
。

財
務
委
員
会
委
員

◎
橋
本　
　

省 

（
宮
城
県
医
）

○
馬
瀬　

大
助 

（
富
山
県
医
）

　

藤
原　

秀
俊 

（
北
海
道
医
）

　

猪
口　

正
孝 

（
東
京
都
医
）

　

平
川　

博
之 

（
東
京
都
医
）

　

前
原　
　

操 

（
栃
木
県
医
）

　

今
井　

俊
哉 

（
千
葉
県
医
）

　

二
井　
　

栄 

（
三
重
県
医
）

　

内
田　

寛
治 

（
京
都
府
医
）

　

足
立　

光
平 

（
兵
庫
県
医
）

　

竹
村　

惠
史 

（
奈
良
県
医
）

　

山
崎　

一
成 

（
島
根
県
医
）

　

今
井　

義
禮 

（
徳
島
県
医
）

　

瀬
戸　

裕
司 

（
福
岡
県
医
）

　

志
田　

正
典 

（
佐
賀
県
医
）

◎
：
委
員
長　

○
：
副
委
員
長

日
　

本
　

医
　

師
　

会

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

総
務
課（
人
事
・
労
務
） 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
３
・
総
務
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
１
／ 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
７
・
施
設
課 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
２
７
・
経
理
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
６
・
広
報
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
３
・
情
報
シ
ス
テ
ム
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
５
・
医
療
保
険
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
０

介
護
保
険
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
１
・
年
金
・
税
制
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
７
・
生
涯
教
育
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
９
・
編
集
企
画
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
８
・
日
本
医
学
会 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
４
０
・
情
報
サ
ー
ビ
ス
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
２
・
医
学
図
書
館 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
２
・
国
際
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
９

総
合
医
療
政
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
４
・
医
事
法
・
医
療
安
全
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
０
６
／
03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
４
・
地
域
医
療
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
７
・
健
康
医
療
第
一
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
８
・
健
康
医
療
第
二
課 

03
―
３
９
４
２
―
８
１
８
１
・
感
染
症
危
機
管
理
対
策
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
５

医
賠
責
対
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
６
・
日
医
総
研 

03
―
３
９
４
２
―
７
２
１
５
・
女
性
医
師
バ
ン
ク 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
２
・
治
験
促
進
セ
ン
タ
ー 

03
―
５
３
１
９
―
３
７
８
１
・
電
子
認
証
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
５
０
（
防
災
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
６
・
日
本
医
師
連
盟 

03
―
３
９
４
７
―
７
８
１
５
）
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横
倉
会
長

は
海
外
賓
客

を
代
表
し
、

Ｗ
Ｍ
Ａ
会
長

と
し
て
Ｗ
Ｈ

Ｏ
と
の
間
で

覚
書
を
締
結

し
た
こ
と
に

言
及
し
、「
全

て
の
人
々
の

健
康
の
実
現

の
た
め
に
、

国
際
的
な
連

携
を
図
っ
て

い
き
た
い
」

と
あ
い
さ
つ

し
た
。

12
日
は
、

ニ
ュ
ー
メ
キ
シ
コ
州
の
腫
瘍

専
門
医
で
あ
る
バ
ー
バ
ラ
・

マ
ク
ネ
ニ
ー
Ａ
Ｍ
Ａ
新
会
長

（
２
０
１
８
─
19
年
）
の
就

任
式
が
行
わ
れ
、
同
会
長
が

「
医
師
が
リ
ー
ダ
ー
と
な
る

時
」
と
題
し
て
あ
い
さ
つ
を

行
っ
た
。

ま
た
、
次
期
会
長
に
は
、

初
の
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ

人
女
性
と
し
て
、
ア
ト
ラ
ン

タ
州
の
精
神
科
医
で
あ
る
パ

ト
リ
ス
・
ハ
リ
ス
氏
が
選
出

さ
れ
た
。

会
期
中
に
は
、
ハ
ワ
ー

ド
・
バ
ー
ク
ナ
ー
Ｊ
Ａ
Ｍ
Ａ

（Journal of the Ameri-

can 
Medical 

Associa-

tion

）
編
集
長
と
の
面
談
を

行
っ
た
。

書
、
フ
ェ
ロ
ー
の
応
募
の
あ

り
方
、
応
募
者
の
地
域
バ
ラ

ン
ス
に
つ
い
て
議
論
す
る
と

と
も
に
、
日
医
に
対
し
て
継

続
的
な
支
援
が
求
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
イ
ン
ド
、
ト
ル
コ
、

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
、
ブ
ラ
ジ
ル
、

韓
国
、
日
本
か
ら
の
武
見
フ

ェ
ロ
ー
７
名
に
よ
る
研
究
内

容
の
説
明
を
受
け
、
そ
れ
ぞ

れ
に
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
た
他
、

フ
ェ
ロ
ー
と
の
懇
親
会
で
は
、

２
７
０
名
を
超
え
る
フ
ェ
ロ

ー
の
連
携
の
あ
り
方
に
つ
い

て
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

横
倉
義
武
会
長
、
道
永
麻

里
常
任
理
事
は
６
月
11
、
12

の
両
日
、
シ
カ
ゴ
で
開
催
さ

れ
た
ア
メ
リ
カ
医
師
会
（
Ａ

Ｍ
Ａ
）
年
次
総
会
に
出
席
し

た
。11

日
の
海
外
賓
客
夕
食
会

で
は
、
Ａ
Ｍ
Ａ
の
ジ
ェ
ー
ム

ズ
・
マ
ダ
ラ
Ｃ
Ｅ
Ｏ
、
デ
ビ

ッ
ド
・
バ
ー
ブ
会
長
、
ア
ー

デ
ィ
ス
・
ホ
ヴ
ェ
ン
元
会
長

〔
世
界
医
師
会
（
Ｗ
Ｍ
Ａ
）

議
長
〕
、
歴
代
Ａ
Ｍ
Ａ
会
長
、

オ
ト
マ
ー
・
ク
ロ
イ
バ
ー
Ｗ

Ｍ
Ａ
事
務
総
長
の
他
、
ブ
ラ

ジ
ル
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
、

中
国
、
ド
イ
ツ
、
イ
ス
ラ
エ

ル
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
台
湾
、

タ
イ
各
医
師
会
か
ら
の
参
加

者
と
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

道
永
麻
里
常
任
理
事
は
６

月
８
日
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

公
衆
衛
生
大
学
院
（
Ｈ
Ｓ
Ｐ

Ｈ
）
武
見
国
際
保
健
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
視
察
を
行
っ
た
。

ジ
ェ
シ
ー
・
バ
ン
プ
事
務

局
長
と
の
面
談
で
は
、
来
年

６
月
に
更
新
を
迎
え
る
覚

そ
の
中
で
は
、
本
年
９
月

に
『JMA 

Journal

』
を
創

刊
す
る
こ
と
を
説
明
し
た

他
、
今
後
に
関
す
る
意
見
交

更
に
、
医
学
部

及
び
大
学
関
連
病

院
に
お
け
る
日
本

人
研
究
者
と
の
懇

談
で
は
、
留
学
期

間
に
お
け
る
研
究

活
動
と
診
療
時
間

の
バ
ラ
ン
ス
を
帰

国
後
も
保
て
る
よ

う
な
ポ
ス
ト
を
確

保
す
る
こ
と
の
難

し
さ
な
ど
の
課
題

に
つ
い
て
言
及
が

あ
っ
た
。

視
察
に
併
せ
、

９
日
に
は
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
に
お
い

て
、
米
国
日
本
人

医
師
会
の
ロ
バ
ー

ト 
Ｔ
．
柳
沢
会

長
（
マ
ウ
ン
ト
・
サ
イ
ナ
イ

医
科
大
学
教
授
）
他
役
員
と

懇
親
を
図
っ
た
。

そ
の
中
で
は
、
両
国
の
医

療
提
供
体
制
に
つ
い
て
議
論

を
行
い
、
米
国
で
は
医
師
不

足
に
対
し
、
医
師
が
Ｎ
Ｐ

（Nurse 
Practitioner

）
、

Ｐ
Ａ
（Physician Assis-

tant

）
と
連
携
し
た
チ
ー
ム

医
療
を
行
っ
て
い
る
現
状
に

つ
い
て
の
紹
介
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
次
回
訪
問
時
に
お

け
る
米
国
医
療
施
設
の
見
学

の
提
案
を
受
け
た
。

道永常任理事

ハーバード大学公衆衛生大学院
       武見国際保健プログラムを視察

アメリカ医師会マクネニー新会長（中央）と
ブラジル医師会フェレイラ会長（左）

換
を
行
い
、
Ｊ

Ａ
Ｍ
Ａ
編
集
長

他
数
名
を
招

き
、
日
本
に
お

い
て
Ｊ
Ａ
Ｍ
Ａ

とJMA 
Jour-

nal

の
共
同
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
こ

と
で
合
意
が
な
さ
れ
た
。

２
０
１
８
年
ア
メ
リ
カ
医
師
会（
Ａ
Ｍ
Ａ
）

                                  

年
次
総
会
に
出
席

横
倉
会
長
、
道
永
常
任
理
事
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第
Ⅸ
次
学
術
推
進
会
議
報
告
書

 

「
人
工
知
能（
Ａ
Ｉ
）と
医
療
」

に
つ
い
て

■■■■■■■■

平
成
28
・
29
年
度
医
療
Ｉ
Ｔ
委
員
会
答
申

 「
日
医
Ｉ
Ｔ
化
宣
言
２
０
１
６ 

   

実
現
に
向
け
た
方
策 

   

─
地
域
医
療
連
携
、多
職
種
連
携
の

あ
る
べ
き
姿
─
」ま
と
ま
る

6
月
20
日

報
告
書
は
、「
Ⅰ
．
は
じ
め

に
」「
Ⅱ
．
人
工
知
能
の
基

礎
」「
Ⅲ
．
人
工
知
能
と
医
療

応
用
例
」
「
Ⅳ
．
人
工
知
能

─
医
療
と
倫
理
、
法
、
そ
し

て
患
者
」
「
Ⅴ
．
ま
と
め
と

提
言
」
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

Ⅱ
．
で
は
、
基
本
認
識
と

し
て
、
①
人
類
の
知
能
を
人

工
知
能
（
以
下
、
Ａ
Ｉ
）
が

凌り

ょ

う

が駕
す
る
技
術
的
特
異
点

（
シ
ン
ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
）
が

到
来
す
る
と
い
う
説
が
あ

り
、
ひ
と
た
び
そ
の
臨
界
点

を
突
破
す
る
と
、
Ａ
Ｉ
の
進

歩
を
予
測
す
る
こ
と
は
困
難

と
な
る
こ
と
か
ら
、
Ａ
Ｉ
の

療
Ｉ
Ｔ
委
員
会
の
答
申
を
基

に
、
平
成
28
年
６
月
に
公
表

さ
れ
た
「
日
医
Ｉ
Ｔ
化
宣
言

２
０
１
６
」
に
対
し
、
そ
の

実
現
に
向
け
た
日
医
の
取
り

組
み
と
し
て
、
①
医
療
等
分

野
専
用
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築

に
向
け
て
②
医
療
等
Ｉ
Ｄ
創

設
に
向
け
て
③
医
師
資
格
証

の
普
及
促
進
④
Ｏ
Ｒ
Ｃ
Ａ 

２
ｎ
ｄ 

Ｓ
ｔ
ａ
ｇ
ｅ
開
幕

⑤
次
世
代
医
療
基
盤
法
へ
の

対
応

─
の
５
項
目
を
挙

げ
、
提
言
を
行
っ
て
い
る
。

③
で
は
、
医
師
免
許
取
得

時
に
医
師
資
格
証
を
発
行
す

る
こ
と
や
、
更
な
る
ア
ナ
ロ

グ
利
用
拡
大
の
た
め
に
国
に

働
き
掛
け
る
べ
き
で
あ
る
こ

と
、
各
地
の
地
域
医
療
連
携

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
に
Ｈ
Ｐ

Ｋ
Ｉ
の
利
用
を
明
確
に
位
置

づ
け
る
こ
と
、
一
般
の
方
や

医
療
関
係
職
種
へ
の
認
知
度

向
上
の
た
め
の
広
報
活
動
を

強
化
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い

て
提
言
を
行
っ
て
い
る
。

羽
鳥
裕
常
任
理
事
は
、
第

Ⅸ
次
学
術
推
進
会
議
が
会
長

諮
問
「
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）

と
医
療
」
に
対
し
て
、
検
討

結
果
を
取
り
ま
と
め
、
６
月

７
日
に
、
清
水
孝
雄
座
長
（
前

日
本
医
学
会
副
会
長
／
国
立

国
際
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
理

事
）
よ
り
横
倉
義
武
会
長
宛

て
に
答
申
し
た
こ
と
を
報
告

し
、
そ
の
概
要
を
説
明
し
た
。

利
活
用
に
期
待
す
る
一
方
、

悪
用
に
つ
い
て
の
懸
念
も
あ

る
②
倫
理
的
・
法
的
・
社
会

的
課
題
（
Ｅ
Ｌ
Ｓ
Ｉ
：Eth-

ical, legal, and social 

issues

）
の
検
討
は
急
務
で

あ
る
③
医
療
分
野
の
さ
ま
ざ

ま
な
情
報
（
臨
床
情
報
、
各

種
検
査
値
、
画
像
、
病
理
な

ど
）
が
構
造
化
さ
れ
、
遺
伝

的
要
因
と
環
境
的
素
因
、
遺

伝
型
（Genome

）
と
表
現
型

（Phenome
）
の
膨
大
な
情
報

と
併
せ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と

で
、
革
命
的
変
化
が
医
療
・

健
康
領
域
に
も
た
ら
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
④
医
療
の
Ａ

Ｉ
利
活
用
に
お
い
て
、
米
・

中
の
Ｉ
Ｔ
企
業
が
日
本
市
場

を
寡
占
化
し
て
し
ま
う
こ
と

が
懸
念
さ
れ
る
他
、
医
療
健

康
情
報
は
一
度
電
子
化
さ
れ

る
と
容
易
に
転
送
可
能
で
あ

摘
さ
れ
た
、
「
個
別
の
Ａ
Ｉ

技
術
の
開
発
が
進
ん
だ
場
合

で
あ
っ
て
も
、
Ａ
Ｉ
の
有
効

性
・
安
全
性
の
確
保
が
十
分

で
な
け
れ
ば
、
実
用
化
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
」
「
人
の

生
命
に
関
わ
る
分
野
で
あ

り
、
有
効
性
・
安
全
性
の
確

保
は
極
め
て
重
要
」
と
の
内

容
は
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
し
て
い
る
。

Ⅴ
．
で
は
、
①
心
電
計
・

尿
血
液
分
析
装
置
で
の
自
動

診
断
な
ど
、
Ａ
Ｉ
の
一
部
は

医
療
領
域
で
既
に
導
入
さ
れ

て
お
り
、
医
師
の
業
務
は
大

き
く
低
減
さ
れ
た
②
Ａ
Ｉ
の

医
療
領
域
利
活
用
は
、
こ
の

数
年
で
劇
的
に
進
み
、
専
門

領
域
に
も
よ
る
が
、
医
療
に

お
け
る
医
師
の
役
割
は
大
き

く
変
わ
る
可
能
性
が
あ
り
、

大
量
の
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
が
Ａ

Ｉ
に
よ
り
統
合
的
に
利
用
・

解
釈
・
学
習
さ
れ
る
こ
と

で
、
医
療
・
健
康
領
域
の
新

た
な
特
徴
量
が
抽
出
さ
れ
る

か
も
知
れ
な
い
と
し
つ
つ
、

Ａ
Ｉ
の
リ
ス
ク
、
更
に
は
限

界
と
あ
る
べ
き
姿
に
つ
い
て

は
十
分
に
認
識
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
③
デ
ー
タ

を
基
に
し
た
診
断
は
最
終
的

に
は
医
師
の
責
任
で
行
う
べ

き
で
あ
り
、
患
者
や
家
族
に

寄
り
添
い
治
療
方
針
を
提
示

す
る
の
も
ま
た
人
間
と
し
て

の
医
師
の
仕
事
で
あ
る

─

な
ど
の
提
言
が
な
さ
れ
て
い

る
。

石
川
広
己
常
任
理
事
は
、

医
療
Ｉ
Ｔ
委
員
会
が
会
長
諮

問
「
日
医
Ｉ
Ｔ
化
宣
言
２
０

１
６
実
現
に
向
け
た
方
策
─

地
域
医
療
連
携
、
多
職
種
連

携
の
あ
る
べ
き
姿
─
」
に
対

す
る
答
申
を
取
り
ま
と
め
、

６
月
５
日
に
川
出
靖
彦
委
員

長
（
岐
阜
県
医
師
会
副
会
長
）

か
ら
横
倉
義
武
会
長
に
提
出

し
た
こ
と
を
報
告
し
、
そ
の

概
要
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

答
申
は
、（
１
）
は
じ
め
に
、

（
２
）
日
医
Ｉ
Ｔ
化
宣
言
２

０
１
６
実
現
に
向
け
た
日
本

医
師
会
の
取
り
組
み
、
（
３
）

地
域
医
療
連
携
、
多
職
種
連

携
の
あ
る
べ
き
姿
、
（
４
）

お
わ
り
に

─
か
ら
な
っ
て

い
る
。

（
２
）
で
は
、
前
期
の
医

⑤
で
は
、
日
医
が
中
心
と

な
っ
て
、
認
定
事
業
を
行
う

た
め
の
一
般
財
団
法
人
を
設

立
す
る
方
向
性
が
示
さ
れ
て

い
る
他
、
各
医
師
会
や
医
療

機
関
に
丁
寧
に
説
明
し
て
協

力
を
依
頼
す
る
こ
と
や
、
国

か
ら
国
民
へ
の
広
報
、
将
来

的
に
要
件
が
緩
和
さ
れ
て
営

利
を
追
求
す
る
企
業
等
が
参

入
し
て
こ
な
い
よ
う
注
視
す

る
こ
と
な
ど
が
必
要
だ
と
し

て
い
る
。

（
３
）
で
は
、
地
域
医
療

連
携
、
多
職
種
連
携
、
医
療

現
場
に
お
け
る
Ｉ
Ｔ
化
に
関

す
る
問
題
点
や
課
題
と
し

て
、
①
患
者
の
同
意
取
得
②

地
域
医
療
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
運
営
コ
ス
ト
③
多
職
種

連
携
に
お
け
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ
利
用

と
Ｂ
Ｙ
Ｏ
Ｄ
（Bring Your 

Own Device

）
④
遠
隔
医
療

⑤
Ｉ
Ｔ
リ
テ
ラ
シ
ー
の
醸
成

─
の
５
項
目
を
取
り
上

げ
、
考
察
、
提
言
を
行
っ
て

い
る
。

②
で
は
、
島
根
県
の
地
域

医
療
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

「
ま
め
ネ
ッ
ト
」
を
紹
介
し

つ
つ
、
コ
ス
ト
負
担
の
あ
り

方
に
つ
い
て
考
察
。
地
域
住

民
の
健
康
を
見
守
る
た
め
の

社
会
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
地
域
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地域医療、医療関係職種、
感染症危機管理対策・予防接種

学術・生涯教育（医学会）、倫理、医療廃棄物、
公衆衛生・禁煙対策・がん対策

広報、勤務医、病院、健・検診、医療安全、
医賠責、検案
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先端医療（遺伝子医療、再生医療、生殖医療、
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介護保険・福祉(認知症を含む)、精度管理、
精神保健（障害を含む）、図書館

り
、
国
策
と
し
て
の
対
応
が

急
務
で
あ
る

─
な
ど
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

Ⅳ
．
で
は
、
①
Ａ
Ｉ
の
利

用
な
ど
デ
ジ
タ
ル
医
療
を
実

現
す
る
た
め
の
次
世
代
医
療

基
盤
法
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
は
、
臨
床
現
場
で
の
Ａ
Ｉ

の
活
躍
に
は
、
デ
ィ
ー
プ
ラ

ー
ニ
ン
グ
の
段
階
で
は
教
師

デ
ー
タ
を
含
む
デ
ー
タ
が
、

機
械
学
習
の
段
階
で
は
品
質

の
よ
い
デ
ー
タ
が
大
量
に
必

要
に
な
る
た
め
、
Ａ
Ｉ
に
よ

る
診
療
支
援
シ
ス
テ
ム
の
開

発
と
、
品
質
の
よ
い
デ
ー
タ

を
で
き
る
だ
け
多
く
集
め
、

学
術
の
み
な
ら
ず
、
企
業
の

研
究
開
発
に
も
使
う
こ
と
の

で
き
る
社
会
的
な
仕
組
み

は
、
車
の
両
輪
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

ま
た
、
②
医
療
Ａ
Ｉ
の
展

開
と
Ｅ
Ｌ
Ｓ
Ｉ
に
つ
い
て

は
、
厚
生
労
働
省
「
保
健
医

療
分
野
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
活
用

推
進
懇
談
会
」
報
告
書
で
指

医
療
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

整
備
・
運
用
に
は
国
や
地
方

公
共
団
体
、
保
険
者
を
巻
き

込
ん
で
事
業
を
成
立
、
維
持

さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
定
で

あ
る
と
提
言
し
て
い
る
。

⑤
で
は
、
医
療
の
Ｉ
Ｔ
化

を
進
め
て
い
く
上
で
必
要
不

可
欠
な
Ｉ
Ｔ
リ
テ
ラ
シ
ー
を

醸
成
す
る
た
め
の
教
育
コ
ン

テ
ン
ツ
を
生
涯
教
育
等
に
取

り
入
れ
る
こ
と
を
提
言
し
て

い
る
。

石
川
常
任
理
事
は
、
今
回

の
提
言
に
つ
い
て
、
「
一
つ

で
も
多
く
実
現
で
き
る
よ

う
、
鋭
意
取
り
組
ん
で
い
き

た
い
」
と
の
考
え
を
示
す
と

と
も
に
、
医
療
分
野
の
Ｉ
Ｔ

に
関
係
す
る
更
な
る
問
題
と

し
て
、
「
医
療
セ
プ
タ
ー
で

対
応
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

標
的
型
攻
撃
を
始
め
と
す
る

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
問
題
」
や

「
Ｎ
Ｄ
Ｂ
や
介
護
Ｄ
Ｂ
、
Ｍ

Ｉ
Ｄ
─

Ｎ
Ｅ
Ｔ
な
ど
の
公
益

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
利
活
用
」

「
Ａ
Ｉ
や
Ｉ
ｏ
Ｔ
の
活
用
」

な
ど
を
挙
げ
た
上
で
、
「
今

後
も
現
場
の
医
師
の
考
え
を

適
切
に
反
映
で
き
る
よ
う
、

医
療
分
野
の
Ｉ
Ｔ
化
に
つ
い

て
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
」
と
述
べ
た
。
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氏　　名 年齢・所属医師会

年齢は6月23日現在

出身地、最終学歴、主な医師会経歴等、専門
顔写真第4次横倉執行部の紹介

任期：平成30年6月23日～平成31年度に関する定例代議員会終結時

役職

日 医 ニ ュ ー ス 第1365号（12）平成30年7月20日〔第3種郵便物認可〕

尾
お

﨑
ざき

　治
はる

夫
お

66・東京
東京都出身、順天堂大卒、東久留米医理事・会長、東京都医副会長を経て、
平成27年より東京都医会長。平成24年より2年間、日医監事、平成28年
より日医理事。内・循環器科

中
なか

川
がわ

　俊
とし

男
お

66・北海道

北海道出身、札幌医大卒、北海道医常任理事、日医常任理
事を経て、平成22年より日医副会長。脳神経外科

小
こ

林
ばやし

　　博
ひろし

須
す

藤
とう

　英
えい

仁
じん

池
いけ

田
だ

　琢
たく

哉
や

72・岐阜

66・群馬

71・鹿児島

滋賀県出身、岐阜大卒、各務原市医理事、岐阜県医常務理事を経て、平
成20年より岐阜県医会長。同年より2年間、日医理事。内・循・小児科

群馬県出身、東京医大卒、碓氷安中医理事、群馬県医理事・副会長を
経て、平成28年より群馬県医会長。同年より2年間、日医監事。外科

鹿児島県出身、日医大卒、鹿児島大大学院修了、鹿児島県医常任理事・副会長
を経て、平成22年より鹿児島県医会長。同年より2年間、日医理事。小児科

今
いま

村
むら

　　聡
さとし

66・東京

岐阜県出身、秋田大卒、板橋区医副会長、東京都医理事、日
医常任理事を経て、平成24年より日医副会長。内・麻酔科

関
せき

　　隆
たか

教
のり

74・長野

長野県出身、信州大卒、長野県医常務理事・総務理事を経
て、平成24年より長野県医会長。整形外科

松
まつ

原
ばら

　謙
けん

二
じ

61・大阪
広島県出身、広島大（医学部）・東大（教育学部）・阪大（法学部）卒、池田
市医会長、大阪府医理事・副会長、日医常任理事を経て、平成25年より日医
副会長。内科

森
もり

本
もと

　紀
のり

彦
ひこ

72・島根

島根県出身、京大卒、島根県医理事・常任理事を経て、平
成29年より島根県医会長。産婦人科

小
こ

玉
だま

　弘
ひろ

之
ゆき

64・秋田

山形県出身、北里大卒、男鹿市南秋田郡医師会理事、秋田県医師
会常任理事を経て、平成28年より秋田県医師会長。整形外科

中
なかの

目
め

　千
ち

之
ゆき

70・山形

山形県出身、東北大卒、鶴岡地区会長、山形県医常任理事・
副会長を経て、平成30年より山形県医会長。内・消化器内科

石
いし

川
かわ

　広
ひろ

己
み

65・千葉

千葉県出身、千葉大卒、鎌ヶ谷市医副会長、千葉県医理事
を経て、平成22年より日医常任理事。小児科

安
あ

里
さと

　哲
てつ

好
よし

67・沖縄

沖縄県出身、山口大卒、中部地区医会長、沖縄県医理事・常任
理事・副会長を経て、平成28年より沖縄県医会長。内科

道
みち

永
なが

　麻
ま

里
り

66・東京

静岡県出身、上智大（外国語学部）・千葉大卒、墨田区医副会長・会長、
東京都医理事を経て、平成24年より日医常任理事。内・皮膚科

越
お

智
ち

　眞
しん

一
いち

66・滋賀

兵庫県出身、京都府立医大卒、滋賀県医理事・副会長を経
て、平成30年より滋賀県医会長。内・外科

羽
は

鳥
とり

　　裕
ゆたか

69・神奈川

神奈川県出身、早稲田（理工学部）・横浜市立大（医学部）卒、川崎市
医理事、神奈川県医理事を経て、平成26年より日医常任理事。内科

白
しら

石
いし

　　悟
さとる

63・栃木

栃木県出身、慶大卒、平成26年より那須郡市医理事、栃木県
医代議員、平成29年より那須赤十字病院長。産婦人科

釜
かま

萢
やち

　　敏
さとし

64・群馬

群馬県出身、日本医大卒、高崎市医理事・副会長・会長、群
馬県医参与を経て、平成26年より日医常任理事。小児科

空
そら

地
ち

　顕
けん

一
いち

62・兵庫

兵庫県出身、京大卒、姫路市医会長、兵庫県医理事・常任理
事を経て、平成28年より兵庫県医会長。内・リウマチ科

松
まつ

本
もと

　吉
きち

郎
ろう

63・埼玉

東京都出身、浜松医大卒、埼玉県医理事・常任理事、大宮医
会長を経て、平成28年より日医常任理事。皮・形成外科

安
やす

田
だ

　健
けん

二
じ

61・石川

石川県出身、富山医科薬科大卒、金沢市医理事・副会長を
経て、平成27年より金沢市医会長。耳鼻咽喉科

城
き

守
もり

　国
こく

斗
と

61・京都

京都府出身、新潟大卒、左京区医理事、京都府医理事を経
て、平成29年より京都府医副会長。整形外科

村
むら

上
かみ

　　博
ひろし

60・愛媛

福岡県出身、順大卒、松山市医理事・会長を経て、平成
30年より愛媛県医会長。循環器内科

平
ひら

川
かわ

　俊
とし

夫
お

61・福岡
福岡県出身、九大卒、福岡市東区医理事を経て、福岡市医常任理事を2期務
めた。平成26年より日本産婦人科医会常務理事、平成27年より九州ブロッ
ク産婦人科医会長。産婦人科

計
け

田
た

　香
きょう

子
こ

57・高知

高知県出身、高知医大卒、平成21年より高知県医常任理事。
内科

長
なが

島
しま

　公
きみ

之
ゆき

58・栃木

栃木県出身、島根医大卒、下都賀郡市医師会理事、栃木県医
理事を経て、平成24年より栃木県医常任理事。整形外科

広
ひろ

岡
おか

　孝
たか

雄
お

70・奈良

奈良県出身、関西医大卒、奈良市医理事・副会長・会長を経
て、平成29年より奈良県医会長。内・外・皮・泌尿器科

江
え

澤
ざわ

　和
かず

彦
ひこ

56・岡山

岡山県出身、日本医大卒、岡山大大学院修了、平成22年
より岡山県医理事を5期務めた。内科

河
かわ

村
むら

　康
やす

明
あき

68・山口

山口県出身、東邦大大学院修了、光市医理事・会長、山口県医理
事・専務理事を経て、平成28年より山口県医会長。内・循環器科

長
なが

瀬
せ

　　清
きよし

79・北海道

北海道出身、北大大学院修了、北海道医副会長を経て、平成
19年より北海道医会長。平成20年より日医理事。内科

角
かく

田
た

　　徹
とおる

62・東京

神奈川県出身、東京医大卒、三鷹市医理事・副会長・会長、東京
都医理事を経て、平成27年より東京都医副会長。消・外・内科

横
よこ

倉
くら

　義
よし

武
たけ

73・福岡

福岡県出身、久留米大卒、福岡県医常任理事・副会長・会長、日医副会長を
経て、平成24年より日医会長。平成29年より世界医師会長。外・循環器科
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